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第３回定例会議事日程（第３号） 

 

第１ 一般質問 

  田中和矢君 

   １．福祉施策について 

    （１）高齢者に対する昼食補助の実施について伺う。 

    （２）ひとり親世帯への支援策について伺う。 

   ２．教育行政について 

    （１）本市の通学路の点検と対応策について伺う。 

    （２）小中学校の給食費を無償化できないか伺う。 

   ３．川内原発の40年問題について 

     運転開始から40年を超える川内原発の稼働に対する考え方について伺う。 

  松崎幹夫君 

   １．障がいのある子どもへの支援について 

    （１）障がいのある子どもの人数と現状について伺う。 

    （２）障がいのある子どもへの対応・支援について伺う。 

    （３）障がいのある子どもを持つ保護者等へのケアについて伺う。 

   ２．ふるさと納税寄附金について 

    （１）本年度の取組状況、実績について伺う。 

    （２）新たな返礼品について伺う。 

    （３）さらに多くの方への周知が必要と考えるが、今後、本市ではどのように取組む考えか。 

  江口祥子君 

   １．３歳児健康診査での視力検査について 

    （１）本市での３歳児健康診査時の視力検査の現状について伺う。 

    （２）視力検査の重要性について、保護者への周知・啓発はどのように行っているのか伺う。 

    （３）本市でも専用の検査機器の導入はできないか伺う。 

   ２．子宮頸がん予防ワクチンの個別情報提供について 

    （１）個別送付後の問合せの状況について伺う。 

    （２）接種の状況について伺う。 

    （３）今後の取組について伺う。 

  福田清宏君 

   １．さのさ祭りについて 

    （１）さのさ祭りが２年続けて中止となったが、この間、さのさ祭り実行委員会におい

て、踊り手の確保や見物客の増加等を図るため、次の様な２部構成について検討さ

れたことはないか伺う。 

       １部は、串木野さのさ市中流し踊り 

       ２部は、神輿等の出演による夏祭り 

   ２．かんむりだけ山市と龍踊りについて 

    （１）かんむりだけ山市物産展の復興について、令和２年度の当初予算編成時に「令和

２年以降の事業のあり方については地元と検討する」とのことであったが、検討の

経緯と結果について伺う。 
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    （２）龍踊りや招致再開について、協議された経緯があるか伺う。 

   ３．バスケットゴールの設置について 

    （１）令和２年６月定例会一般質問の答弁以来、どのような研究・検討をされたか伺う。 

   ４．交流センターについて 

    （１）交流センターが、地域活動の拠点として誰もが利活用しやすい施設であるように

との思いから、管理人の人件費の十分な確保について、これまで幾度となく質問を

重ねてきた。 

       管理運営については、令和３年第１回定例会の議案説明の中で「今後、常駐する

管理人体制は廃止をする。日常の管理等については、まちづくり協議会の嘱託員設

置補助金を活用する手法で、統一して管理するという市の方針を立てた」とのこと

であるが、次表の管理費（人件費）の格差について伺う。 

                              （単位：千円） 

分 

 

類 

交流センターの 

名称 

指定管理者委託料 
嘱託員設 

置補助金 

市施設 

管理費 
管理費 

（賃金） 

管理 

事務費 

1 
生福、冠岳、照島、

旭、荒川 
1,142   0   0  0 

2 

川南、川北、川上、

本浦、中央、上名、

野平 

  0  120  600  0 

3 羽島、湊   0   0  600 120 

4 湊町、大原   0   0  600  0 

5 土川   0  120   0  0 

   ５．過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案について 

    （１）自由民主党が進めた法案により、新たな対象自治体として県内で唯一、本市が認

められた特別措置法であるとお聞きするが、どの様な事業が計画されているか伺う。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第３号（９月１０日）（金曜） 

 

 出席議員  １５名 

     １番  吉 留 良 三 君       ９番  中 里 純 人 君 

     ２番  江 口 祥 子 君      １０番  東   育 代 君 

     ３番  松 崎 幹 夫 君      １１番  西別府   治 君 

     ４番  田 中 和 矢 君      １２番  竹之内   勉 君 

     ５番  平 石 耕 二 君      １３番  原 口 政 敏 君 

     ６番  中 村 敏 彦 君      １４番  （欠員） 

     ７番  大六野 一 美 君      １５番  福 田 清 宏 君 

     ８番  濵 田   尚 君      １６番  下迫田 良 信 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員   なし 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  岡 田 錦 也 君   主       査  福 谷 和 也 君 

補       佐  石 元 謙 吾 君   主       任  橋之口 健 志 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  田 畑 誠 一 君   消 防 長  平 石   剛 君 

副   市   長  中 屋 謙 治 君   長 寿 介 護 課 長  松 﨑 知 人 君 

教   育   長  相 良 一 洋 君   子どもみらい課長  立 野 美恵子 君 

総 務 課 長  山 﨑 達 治 君   学校給食センター所長  瀬 川   大 君 

企 画 政 策 課 長  北 山   修 君   福 祉 課 長  宮 口 吉 次 君 

財 政 課 長  出 水 喜三彦 君   シティセールス課長  長 﨑   崇 君 

市 来 支 所 長  橋 口 昭 彦 君   健 康 増 進 課 長  猪 俣 勝 人 君 

教 育 総 務 課 長  瀬 川   大 君   まちづくり防災課長  富 永 孝 志 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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令和３年９月10日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○副議長（濵田 尚君） 下迫田議長が所用のため

欠席しておりますので、議長に代わりまして議長職

を務めさせていただきます。 

 これから会議に入ります。 

────────────── 

   △日程第１ 一般質問 

○副議長（濵田 尚君） 日程第１、一般質問を行

います。 

 これより、通告順により、順次、質問を許します。 

 まず、田中和矢議員の発言を許します。 

   ［４番田中和矢君登壇］ 

○４番（田中和矢君） おはようございます。 

 田畑誠一市長の市政に対する考え方や方針を、事

前に通告してある５点について質問をする予定でし

たが、昨日突然に、残念ではあるでしょうが、勇気

ある引退宣言をなさいました。本当に長い間お疲れ

さまでした。ありがとうございました。 

 来期の４年も引き続き、いちき串木野市の市政を

担う行政のトップ、市長として頑張られることを想

定した今回の質問が、勇退の表明で若干やりにくく

なった面があることは否めません。しかし、申出ど

おりやらせていただきます。 

 現在の議会構成では今期の最後になる一般質問を

まず壇上から、１番目として、通告のとおり、高齢

者等への昼食補助の実施状況と概要はどのようかお

尋ねいたします。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） おはようございます。田中

和矢議員の御質問にお答えいたします。 

 高齢者に対する昼食補助の実施についてでありま

す。 

 現在、本市では、高齢者福祉の一環として、市内

の社会福祉法人に委託をし、訪問給食サービス事業

を行っております。 

 事業内容としては、在宅で独り暮らしの調理困難

な高齢者や障がいをお持ちの方などに、１日２食、

昼食及び夕食の食事を自宅に配食しており、利用者

の負担は１食400円となっております。 

 また、現在の実施状況については、昼食74食、夕

食103食で、実利用者人数119人の方が訪問給食サー

ビスを受けておられる状況にあります。 

○４番（田中和矢君） 市長が答弁なされましたよ

うに、１日２食で、実人員が119名と。現行の訪問

サービスを受けられる条件はどのようなものなんで

しょうか。 

 といいますのは、これは高齢者だけじゃなくて、

市長がおっしゃったようなことであるとは思います

が、いかにも人数が少ないように思うからお聞きす

るわけなんですが、非常に少ないサービスの原因を

お聞きしたい。利用者が気軽に利用できる状況なの

かと。あるいは、申込みやら申請の仕方、サービス

の内容、例えば味とか価格とかという意味で、ちょ

っと利用がしづらい状況があるのではないのかなと

思ってお尋ねします。 

 担当である長寿介護課のほうから、これを提供す

る業者さんと利用者の双方に聞き取りをしたりして、

要望があれば、その要望をきっちりと把握して、見

直すべきところはないものかと考えまして質問をい

たします。要望等の聞き取り等は。改善の余地はあ

りませんか。 

○長寿介護課長（松﨑知人君） 一番最初の対象者

についてでございます。 

 本事業の対象者につきましては、在宅の独り暮ら

しの虚弱な高齢者等となっておりまして、具体的に

は65歳以上で、独り暮らしの虚弱な者、障がい者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律で規定する障がい者で独り暮らしの者、65歳以上

の者と障がい者のみで構成される世帯に属する者、

その他、市長が特に必要と認めた者となっておりま

す。 

 また、訪問給食サービスの利用申請につきまして

は、担当地域の高齢者が調理に困っていることを心

配されまして、民生委員が代行するケースや、介護

支援専門員が担当高齢者の代行申請をされるケース

が大部分となっております。 

 このほか、高齢者実態調査員等から調理困難世帯
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の情報が寄せられた場合は、包括支援センターの職

員が出向きまして、申請につなげるなどの対応を取

っております。 

 こうしたことから、サービスを希望される方には

おおむね提供できているものと考えております。 

 また、栄養士が関わった食事を提供しており、利

用者の安否確認も併せて行っていることから、おお

むね適切なサービスが提供できていると考えている

ところであります。 

 今後も引き続き、必要な方に適切なサービスを提

供できますよう、周知を図ってまいりたいと考えて

おります。 

○４番（田中和矢君） 独り暮らしのお年寄りや、

調理が困難な方、それから65歳以上とあるようです

が、60歳であっても、逆に75歳であっても、80歳で

あってもお元気な方がいらっしゃいますので、この

訪問サービスを受けられる条件をいま一度洗い直し

て、より多くの、あるいは様々な困っている方に手

助けができるような条件の洗い直しをしていただき

たいと思います。 

 やはり、これは見守りも兼ねているんじゃないか

とも思いますし、命綱的なところもあると思います。

やはり社会との連携、見守りがコロナ禍で接触がな

くて、誰ともしゃべらない一日を過ごす方などもい

て、非常に当市の訪問給食サービスはいいシステム

だと思いますので、その条件について、さらに実態

に見合う、あるいはもっと幅広い方が利用できるよ

うなことをやっていただきたいと思いますが、そう

いうような可能性、あるいは見直しとかについては、

いかがでしょうか。 

○長寿介護課長（松﨑知人君） 先ほども申し上げ

ましたけれども、市が実施する訪問給食は要綱上、

原則、安否確認の必要な高齢者等と、障がい者は高

齢者に限らず対象としております。 

 ８月末現在の状況といたしまして、サービスを利

用されている119人のうち、65歳未満の方は９人で

す。疾病を持つ要支援認定をされた第２号被保険者

の方や障がい者の方々となっております。 

 対象者以外からの相談が寄せられた場合につきま

しては、市内外に10社程度営業している民間の宅食

業者を紹介するなどの対応を取っておりまして、食

事が確保できるような支援はしたいと考えておりま

す。 

 こうしたことから、対象者の拡大は現時点では考

えていないところです。 

○４番（田中和矢君） 事業主体のほうから対象者

の拡大は考えていないとかということではなくて、

できるだけ手を差し伸べる、優しみのある行政を志

していただければありがたいなと思いますので、ぜ

ひ今後も検討していただきたいと思います。 

 それでは、二つ目のひとり親世帯への支援策につ

いて伺います。 

 現在、３組に１組は離婚になってしまうというよ

うな、非常に困ったというか、寂しい状況が日本中

で発生しておりますが、ひとり親家庭といいまして

も、男性のひとり親家庭、女性のひとり親家庭、そ

れから、正規の職員、正社員の職に就いておられる

方、様々な方がおられると思いますが、女性のひと

り親が必ずしも経済的に苦しんでおられるとは限り

ません。また、逆も同じだと思います。非正規パー

ト等、一般的に女性世帯は、男性世帯の六、七割の

年収であったり所得が低いというのが実情であるよ

うです。女性は所得が少ない中で、あるいは長い時

間の勤務労働を強いられている中で、子育てで大変

苦労されていると思います。ましてや、現在のコロ

ナ禍で、サービス業や非正規職員、パート等の方々

は大変な困難で、日々の食事にも困る方もおられる

やに新聞報道等でも度々聞いております。 

 そこで、現在、市ではひとり親世帯への支援策に

ついては、どのような施策が打たれているのか、ま

ず、お聞きいたします。 

○子どもみらい課長（立野美恵子君） ひとり親世

帯への支援策の現状についてであります。 

 ひとり親世帯には、法に基づき、所得に応じて、

児童扶養手当の支給を行っております。あわせて、

保険診療に係る一部負担の全額を助成し、ひとり親

家庭の医療費負担の軽減に取り組んでおります。 

 また、新型コロナウイルス感染症による影響が長

期化する中で、低所得のひとり親世帯を支援するた

め、昨年度はひとり親世帯臨時特別給付金、今年度
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は子育て世代生活支援特別給付金を支給し、児童扶

養手当を受給しているひとり親世帯だけでなく、所

得が大きいため、児童扶養手当を受給していない方

でも、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、直

近の収入が減少したひとり親世帯の支援も行ってま

いりました。 

 その他、児童の就学、就職、親自身の技能習得な

どに必要な資金を無利子で貸し付ける母子父子寡婦

福祉資金の貸付制度や、ひとり親家庭の父母の就業

を支援するため、自立支援教育訓練給付金などがあ

り、ひとり親世帯の経済的支援や就業支援にも取り

組んでおります。 

 これらの制度については、児童扶養手当の証書を

送付する際に、制度のチラシを同封するなど、対象

者への周知を図っているところでもあります。 

 今後も低所得のひとり親世帯の実情を踏まえ、き

め細やかな子育て生活支援を行ってまいりたいと考

えております。 

○４番（田中和矢君） 今、担当の子どもみらい課

の課長からお話がありました。 

 国と市独自の様々な施策をやられていることは承

知しておりますが、問題は、ひとり親家庭で生活に

非常に苦しんでいる、あるいは金銭的にも精神的に

も追い詰められたり、非常に不幸な状況にある人た

ち、そういう方々は働くことで手いっぱいであった

り、子育てに本当に一日一日があっと言う間もなく

済んでしまい、情報収集の大事な機関である新聞と

かテレビを見る余裕もないというような方も大多数

おられると思います。 

 やはり、そういう方々に対して防災無線であると

か、市の広報を見なさいとか、市ホームページを見

てくださいと言うだけではなくて、なかなかそうい

う方々は、心にも、時間的にも経済的にも余裕がな

い。それで実態は、せっかくの市のなかなかいい施

策を知らずにいて、それを受けてない方も多いやに

聞きます。 

 やはりここで、先ほども同じですが、行政が待っ

ているのではなくて、そういった方々に、行政ある

いは担当課のほうから、自ら、こちら側から踏み込

んでというか、プライバシーもありますけれども、

手を差し伸べて、寄り添ってあげる、そういう温か

い行政の活動をしていただければと思います。 

 私も、ひとり親家庭の６組の方々と数時間にわた

って御意見をお伺いしましたけれども、中には、す

ごくいちき串木野市はいい政策をやっていただいて

いると、感謝の気持ちもいっぱい聞こえました。だ

けども、先ほどから言いますように、大部分の方は

生活に汲々としている関係上、あるいは精神的に余

裕がない関係上、そういったいちき串木野市の温か

い施策をよく分かっていなくて、受けてない方、そ

ういう方も多くおられます。６人の中に、すごくい

ちき串木野市は福祉面でありがたいところだと、感

謝しているという言葉まで聞くほど、なかなかのも

んだなと私自身も感じました。 

 繰り返しますが、そういった情報をあるいは施策

を行政自ら手を差し伸べていく、その方々に寄り添

っていって手助けをする、あるいは補助をする、そ

ういったことをやっていただきたいと思います。そ

れで、この質問に及んだわけです。 

 担当課長にお尋ねしますが、例えば、出張型の相

談窓口を、特設コーナーをつくって、積極的に実施

してみるとか、あるいは、困っている市民の皆さん

に寄り添う形を具体的に何か、行政の姿勢を試みる

考えはございませんか。お尋ねいたします。 

○子どもみらい課長（立野美恵子君） 今、議員の

ほうから出張相談とか、特設コーナーとか、そうい

うお話とか、具体的に困っている人皆さんに何かで

きないかということでありますけど、ひとり親の

方々はあまり人に知られたくないっていう方も結構

いらっしゃいますので、現在は、できるだけ相談が

あれば自宅への訪問という形で受けております。 

 今言われた出張相談については、今後、場所とか

方法とか、何か情報を皆さんにより多く提供できな

いかということについては、今後研究をしてまいり

たいと考えております。 

○４番（田中和矢君） 今、答弁にあったように、

そういった困っている方々は人に知られたくないと

いう面や、それから、そういう方々は声に出して人

に相談できないというような傾向は確かにあると思

います。 
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 その中でもやはり、放っておけば、こういう困窮

世帯の方々は、全部ではないですよ、そんな失礼な

ことは言いませんが、子育てがなかなかうまくいか

ずに、負の連鎖というか、例えば、将来のための教

育を満足に受けられないとか、そういったこともあ

りますので。 

 ６人の聞き取りをしたときに、こういう方も具体

的にはおられました。市の無利子の奨学金などの存

在を知らない方もおられますし、それから、国の奨

学金ですね、育英資金もあるけれども、その返済の

ために学校を卒業して、すぐに借金を抱えてスター

トするというような、非常にかわいそうな面もござ

いますので、市独自でもっと無利子、あるいは有利

子を無利子にするのみならず、将来の安定的な基盤

を築くためにもぜひ、何とか。市長もいつもおっし

ゃいます、「子どもは未来の宝だ」と。子どもに投

資することは、まちの発展のためにも、今後のいち

き串木野市のためにも、時間はかかるけれども、一

番やるべきことだと考えますので、そのような優遇

制度を創設できないか、お尋ねいたします。 

 この件については、あと２か月の任期を残してお

られる田畑市長にも、こういった制度の足がかりと

いうか、きっかけになるような働きを後任の方にぜ

ひお話ししていただくようなことはできないか、そ

のことを伺います。できれば、市長に答弁していた

だきたいです、考え方として。よろしくお願いしま

す。 

○教育総務課長（瀬川 大君） ただいま奨学金の

話がございました。 

 奨学金には、給付型奨学金というのもございます。

この給付型奨学金につきましては、現在、先ほども

話がありましたように、独立行政法人日本学生支援

機構や、あと民間の育英財団等で給付型奨学金制度

が整備をされております。また、鹿児島県の育英財

団では、奨学金の返還支援制度が創設をされている

ところでもございます。このような、給付型奨学金

や、返還支援等を希望される場合は、まず、それら

の国・県の制度を活用していただければというふう

に考えているところでございます。 

 なお、本市におきましては、経済的理由で就学困

難な者を支援する制度といたしまして、高校で月額

１万5,000円、大学等で月額３万円を限度に、無利

子で貸与する貸与型の奨学金制度がございます。給

付型奨学金制度につきましては、奨学金が渡し切り

ということにもなるため、本市のような財政規模の

小さい地方自治体ではなかなか取り組むには難しい

ことがあろうかと思います。そういうことから、現

時点では給付型奨学金制度の導入は考えていないと

ころでございますが、無利子の制度がございますの

で、ぜひそれらを活用していただければと思います。 

 また、この奨学金制度の広報、周知につきまして

は、市の広報紙で年２回広報しております。昨年度

から、分かりやすいように、カラーページを利用し

て１ページ丸々を利用した広報も行っております。

また、市のホームページに掲載いたしまして、周知

も図っているところでもございます。そのほか、市

内の５中学校におきましては、中学３年生に対しま

して、学校のほうから奨学金制度の周知に努めても

らっているところでもございます。 

 引き続き、この奨学金制度の啓発はもとより、さ

らなる広報、周知に努めてまいりたいというふうに

考えております。 

○４番（田中和矢君） 今、説明がありました。本

当に先ほど申し上げましたように、いい制度もいっ

ぱいあるようですが、何しろそれをそういう困って

いる方が知らない。難しく言うと、周知されていな

いという面がありますので、ここのところにちょっ

と力を注いでいただいて、そういった方の救済、あ

るいは手助けがよりスムーズにいくようにやってい

ただきたいなと思います。 

 それと、昨年の４月からは国の給付型の奨学金の

新制度ができているということも、聞き取りのとき

に初めて担当者からお聞きしたようなわけで、私自

身も勉強不足で、恥ずかしい面もあるんですけれど

も、一般の困っているひとり親家庭の方々はなおさ

らですので、再度申し上げますが、こういう制度が

あるから必要な方はおいでくださいというやり方で

はなくて、手を差し伸べて、何度も言いますが、手

を差し伸べて、行政のほうから寄り添ってやる姿勢

をより強くしてやっていただきたいなと考えます。 
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 二つ目は、これで終わります。 

 次に、引き続き、教育行政についての１番目で、

本市の小中学校の通学路の点検と対応策についてお

伺いします。 

 八街市の例の事故以来、各行政機関から各県や市

の教育委員会に通学路の点検と、それから、これか

らの具体的な対応を検討しなさいというようなこと

があると思いますが、実際、我が市ではどのような

点検の結果と、それから、早急にやらなきゃいけな

い、そういうものがあるのか、まず、お伺いいたし

ます。 

○教育長（相良一洋君） 本市の通学路危険箇所の

未対応箇所と対応策についてでございます。 

 平成24年度から令和２年度までに、各小中学校か

ら安全防犯の視点から横断歩道の修復、転落防止柵

の設置、側溝の整備、一旦停止線、速度制限の標識

の設置などが上げられた危険箇所、合計196か所の

うち194か所が対応済みでございます。残り２か所

が対応中です。この２か所については、令和２年度

に上がってきたもので、１か所は橋の道路補修、も

う１か所は交差点における道路補修と横断歩道のラ

イン引きです。いずれも現在対応中でございます。 

 本年度は37か所の危険箇所が上げられてきました。

７月に第１回市通学路安全推進会議を開催し、５月

に実施しました合同現場点検において、その結果を

基に、警察をはじめ、国道、県道、市道の道路管理

者などの関係機関と対応について協議し、順次、具

体的な対応が行われてきております。 

 なお、12月に予定している第２回市通学路安全推

進会議で、進捗状況について確認することになって

おります。 

○４番（田中和矢君） 八街市の例の事故の時には

４年前から何回となく要請しているにもかかわらず、

放置されてた。結果、あのような悲惨な死傷者の出

る、しかも将来ある子どもたちが事故に巻き込まれ

たというふうな面がありますが、今、相良教育長の

お話によりますと、196か所のうち194か所は対応済

みで、あと２か所が残されていると。非常にいい状

況なのかなと思いますが、事故はやっぱり予測しな

いで起こるわけですから。このハード的な面は、教

育長がおっしゃるように、我が市では大分整備され

ている。あと問題は、我々運転する側の原因、例え

ば飲酒運転とか居眠りとか、スピードの出し過ぎと

か、いろいろあると思いますが、そういったことの

ために、警察の皆さんとうまく連携を取って、通学

時間帯だけでも、各学校の、しかも横断歩道のない

危険性のあるところには、歩哨というんですか、立

って見守っていただくというようなことも要請する

ということ。 

 それから、ほかには、路面に設けたこぶ状のハン

プっていうんですかね、その設置も有効な対処の仕

方だということです。衝撃や運転手さんが不快感を

避けるために減速して、結果、事故の発生を未然に

防ぐ、その結果、児童の安全が図られるというよう

こともありますので、ハンプの設置なども対応の一

つに取り入れてもらう。 

 それから、もう一つ、現在、我が市では照島小学

校の周辺に制限速度30キロのスクールゾーンが非常

に効果的で、道路のサイドに緑のカラー舗装をして

ある。あれによって、私自身も通ってみると、ちょ

っと意識がぴしっとする、頭もぴしっとする、安全

運転を心がけるという非常に大きな効果があります

ので、スクールゾーンを危険な道路には拡大する。

そしてもちろん、そういったものをどこもかしこも

やられれば、仕事をしている人、市民生活に支障が

出てくる可能性もありますので、例えば通学時間帯

だけ時間を特定した速度制限を実施するというよう

なことも考えてみていただければと思いますが、い

かがでしょうか。 

○教育長（相良一洋君） ただいまのいろんな交通

の事情、通学路の事情とかありますけれども、いろ

んな安全点検の現場検証のときに、各警察署、また

は関係機関等にお願いをするわけですけれども、第

一に子どもたちの安心安全ということから、「速度

の状況はいかがですか。ここは40キロ制限ですけれ

ど、ここは50キロ制限ですけれど、子どもたちの通

学路として適当な速度ですか」ということも尋ねた

ことがございます。そこについては、「交通量の問

題とか、いろいろそういうことを勘案しながら、ま

た今後対応してまいりたい」という御意見もござい
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ました。 

 また、朝の通学に際しましては、通勤の車が通ら

ないような時間制限がしてある学校区もございます。 

 そのようなことで、子どもたちが安心安全な通学、

また、下校ができるような体制づくりを目指してお

ります。 

○４番（田中和矢君） 教育委員会としても、警察

と連携して努力をなさっているということなので、

引き続き、子どもたちの安全を確保するための動き

をよろしくやっていただきたいと思います。 

 少し雑談的になりますが、フランスのパリ市では

主要高速道路とか主要幹線道路、シャンゼリゼ通り

とか、ああいうところ以外ではパリ市全域を30キロ

制限にしている。もちろんパリ市と我がいちき串木

野市とを同じように考える気はありませんが、さす

がフランス、スピードや経済効率だけを見るのでは

なくて、人間を非常に大事にしている、すばらしい

市だなと思います。そういったものもひとつ参考に

していただければありがたいと思います。 

 次に、教育行政の中の小中学校の給食を無償化で

きないかということをお伺いしたいと思います。 

 私どものいちき串木野市には、小中学生が約

2,000人おります。この2,000人が小学生の給食費、

中学生の給食費とあると思います。分かればで結構

です、総額約１億円近くじゃないのかなと思います

が、いろんな委員会等の審議や決算審査やらでも、

給食費の滞納はなくて、100％支払われているとい

うような話も伺いますが、先ほどの、前の質問にも

関連しますが、生活に困窮している世帯、ひとり親

世帯、ともかく生活にぎりぎりの状況で生きておら

れる方々も100％の集金率ということから、逆に考

えてみれば、自分の子どもが惨めな思いをしないよ

うに、あるいは、いじめられないように、そういっ

たような気持ちから、お母さん、お父さん方は必死

で全額払っておられると思っております。確かに安

いけれども、子どもたちにとっては、中には学校給

食が唯一の安定した、バランスの取れた食事である

というふうに考えて、それを楽しみにして学校に行

くという子もあるくらいですので、我が市において

も、ぜひ小中学校の給食費の無償化を採用できない

か、お伺いいたします。 

○教育長（相良一洋君） 給食費の無償化について

お答えをいたします。 

 学校給食法では、学校給食の実施に必要な施設及

び設備に要する経費、並びに学校給食の運営に要す

る経費のうち、人件費は学校設置者の負担とし、そ

れ以外の食材料等は学校給食費として保護者が負担

すべきものとされております。 

 市では、学校給食費に関し、低所得者、ひとり親

世帯等の生活困窮者対策としまして、学校給食費の

無償化ではなく、就学援助費等を通じて助成を行っ

ております。令和２年度では、全児童生徒の28.9％

579人に対し、助成を行っているところであり、要

保護者22人に対しましては、生活保護費で給食費の

全額を、また、準要保護557人に対しましては、就

学援助費で給食費の８割を援助しております。総額

2,000万円を超える助成をしているところでござい

ます。 

 全ての児童生徒に対する給食費の無償化は考えて

おりませんが、これからも就学援助制度を活用して、

生活困窮者の支援に努めてまいりたいと考えている

ところでございます。 

○４番（田中和矢君） 今の答弁のとおり、手厚く、

困っている方にはやっていると。３割近くの方、そ

れから、生活保護の児童に総額2,000万円が援助さ

れているということですが、この項の冒頭で申し上

げましたように、子どもたちは学校給食費を親が払

ってないということを非常に気にしている子たちも

多いと聞くし、そうだろうと想像します。やはり自

分の家庭はそういう家庭だということを分からない

ように、悟られないように、十分な配慮を教育委員

会の指導のもと、各学校でやっているとは思います

けれども、それをもっと枠を広げて、学校給食全額

の無償化ができないかなということを思います。 

 それが無理なら、五十歩譲って、例えば、給食費

の半額を市が補助しますよというようなこと、財政

的な面でも、それなら少しは実現可能に近づくので

はないかと思います。特に、後の議員の質問にもあ

りますように、我が市では、ふるさと納税がすごく

いい収入源にもなってます。20億円のうち、いろい
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ろ経費を引いて、ふるさと納税寄附金基金で９億

8,000万円ほど基金に入れるという決算でもありま

したが、こういったものを将来の、未来の子どもた

ちのために使っていく、これこそがまさにふるさと

納税の本来の趣旨でもあると思いますので、ぜひ

100％無償ということでなくても、ほかの子どもた

ちにも、今、補助を受けている人以外にも、こうい

う手厚い優遇措置をやっていけないものかと思いま

すが、その点についてはいかがでしょうか。 

○学校給食センター所長（瀬川 大君） 先ほども

申し上げましたが、学校給食法の第11条に規定され

ておりますけれども、食料材料費等は保護者が負担

すべきものというふうにされております。 

 本市では、低所得者等の支援を目的といたしまし

て、また、子どもたちの貧困対策を推進するため、

就学援助費による給食費の援助等を行っているとこ

ろでございます。 

 今後におきましても、給食費については、法律に

基づき対応することとしておりまして、低所得者対

策として、現在実施している就学援助制度を優先し

て対応してまいりたいというふうに考えております。 

 また、前年度までは給食費の徴収に当たっても、

串木野地域では公民館を通じた徴収を行っておりま

したが、本年度からは各自の振り込みに切替えてい

る実情もございますので、併せて申し添えます。 

○４番（田中和矢君） 先ほども申し上げましたよ

うに、学校給食費においては、子どもにみじめな思

いをさせたくない、いじめられたくない、いろんな

思いからも、それだけではないですが、そういった

親の方々はかなり無理をして、あるいは頑張って払

っている事実もあると思われますので、できれば今

後の課題として検討していただきたい。行政用語で

「検討」というのはしないということらしいですが、

できないことを上げつらうのではなくて、できるこ

とを探してやっていただく行政であっていただきた

いと思います。 

 次に、最後の、川内原発の40年問題についてに入

ります。 

 質問を事前通告しましたら、事前通告の帰りにあ

る課長から、「田中議員、仮定の質問には答えられ

ませんよ」と言った課長がおられました。私は温厚

な態度でやり過ごしましたが、やはり市民のために

働く市役所、役場で相当な上のクラスの課長がこん

なような発言するのはいかがなものかなと思いまし

たので、一言言わせていただきました。 

 九州電力の池辺和弘社長は、４月28日の記者会見

で、川内原子力１、２号機について運転開始から40

年を超える運転の延長申請に向けて、手続を始める

意向を表明されております。１号機は御存じのよう

に３年後の７月、それから２号機は４年後の11月、

本来であれば市長が次期市政を担われれば、もっと

しっかりとお聞きしたいですが、仮定の質問ではな

く、想定できる、仮定と想定の違いがありますが、

想定できる事態を、20年の延長に必要な特別点検を

考えているということは十分に想定されることだと

思います。この点に関して、今後、市政を後任に譲

られる市長としては、これまでどのような考え方で

20年延長問題をやってこられたのか、そのことをお

聞きして、最後の質問にしたいと思います。よろし

くお願いします。 

○市長（田畑誠一君） 田中和矢議員がお述べにな

られましたとおり、原子炉の運転期限は原則40年と

されております。川内原発は運転開始から１号機が

37年、２号機が35年を経過して稼働している段階で

あります。現時点において、40年ルールが望ましい

と考えております。 

 いずれにいたしましても、原発は安全確保が大前

提であり、今後におきましても、法律に基づいて、

規制委員会の専門的、科学的見地から、厳正に審査

されるべきであり、同時にまた、大事なことは地域

住民の皆様の理解が肝要だと考えております。 

○４番（田中和矢君） 終わります。 

○副議長（濵田 尚君） 次に、松崎幹夫議員の発

言を許します。 

   ［３番松崎幹夫君登壇］ 

○３番（松崎幹夫君） 私は、先に通告した２件の

ことについて、質問をいたします。 

 まず初めに、障がいのある子どもへの支援につい

てであります。 

 先般開催をされましたパラリンピックでは、世界
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中に夢と感動を与えていただきました。パラリンピ

ックに出場できることが、障がいを持つ人が目標の

一つとして見れた大会であると思います。障がいを

持つ人が少しでも元気に頑張る姿を応援していきた

いと思います。 

 そこで、障がいのある子どもが手帳を取得する際、

戸惑う保護者が少なくないとのことから、丁寧な窓

口対応が必要ではないかと考えますが、障がいのあ

る子どもへの対応について、市長がどのように考え

ているかお伺いをいたします。 

 また、本市の障がいのある子どもの人数と現状は

どのようか伺いまして、壇上からの質問といたしま

す。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 松崎幹夫議員の御質問にお

答えいたします。 

 障がいのある子どもへの支援についてであります。 

 私はかねがね、子どもは未来の宝であり、我がま

ちの宝であると考えております。その中で、障がい

を負うことになったお子さんや御家庭については、

より一層丁寧な目配り、気配り、思いやりの支援が

必要だと考えております。 

 先だって、障がいを持った方々のオリンピック東

京2020パラリンピック競技大会が13日間に及び繰り

広げられました。松崎委員自ら、障がいを持った人

たちの活躍に大きな感動をもらった、勇気をもらっ

た、それを支えたいというお話をなさいました。 

 私も、このパラリンピックの大会をテレビで見て

おりまして、障がいを負っているつらさ、悲しさ、

苦しさ、宿命を背負わされた悲惨さ、社会へ訴えた

い、やり場のない体中の葛藤と叫びにも、心の折れ

そうな日々にも耐え抜いて、毎日の訓練に希望と夢

実現の明かりだけを頼りに、世界の舞台に立った、

この実現だけでも、光り輝く、すごい尊いことであ

ると思います。 

 全盲の選手が見事金メダルを獲得し、「僕はメダ

ルの色が見えない。分からない」と言いました。そ

して、彼らはインタビューで、「コロナ禍の中にも

かかわらず、世界の大会を開いていただき、この場

に立たせていただいた、本当にありがたい。感謝し

ます。そして、サポートしてくださった方々、応援

してくださった皆様方のおかげです」と、さらっと

言い放ちました。これぞまさしく競技に勝る、世界

中の人々からの心を込めた、魂を乗せた、魂を散り

ばめた、珠玉と輝く最高の金メダルではと多くの感

動と、人生の価値観、生きる道しるべを教えていた

だきました。自分は幸せ過ぎるなと思うことであり

ました。 

 各国の競技者の皆様方に、その人らしく自立した

生活ができるように支えていくことが、松崎議員も

お述べになられましたとおり、行政の務めであると

思います。障がいのある方の支援につきましては、

住み慣れた地域で暮らし続けられるように、多様な

ニーズにきめ細やかな対応を行うことが基本的な考

え方とされており、本市におきましては、障がい者

等基幹相談支援センターを設置し、児童から成人ま

で障がいのある方に安心して暮らせるよう、関係機

関と連携をして支援を行っているところであります。 

 お尋ねがありました、障がいのある子どもたちの

人数と現状等については、福祉課長から答弁をいた

させます。 

○福祉課長（宮口吉次君） まず、障がいのある子

どもの人数でございますけれども、18歳未満の子ど

もの障害者手帳の所持者数は、身体障害者手帳が22

名、療育手帳、これは知的障害の方になります、こ

れが79名、精神障害者の保健福祉手帳が５名、合計

の106名でございます。 

 次に、障がいのある子どもの現状としましては、

本市在住の障がいのある子どもの障害者手帳におけ

る症状で御説明をいたしますと、身体障害者22名の

内訳としまして、肢体不自由が15名、音声・言語・

そしゃく機能障害が１名、呼吸器機能障害が１名、

心臓機能障害が３名、腎臓機能障害が１名、聴覚機

能障害が１名であります。 

 肢体不自由、音声・言語・そしゃく機能障害、呼

吸器機能障害については、先天的な障がいが主な症

状でございます。心臓機能障害については心臓機能

の疾患、腎臓機能障害については慢性腎不全、聴覚

機能障害については難聴が主な症状でございます。 

 それから、知的障害者79名の内訳といたしまして
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は、最重度障害Ａ１、これはＩＱ20以下、これが７

名、重度障害Ａ２、ＩＱ21以上35以下、これが７名、

中度障害Ｂ１、ＩＱ36以上50以下が17名、軽度障害

Ｂ２、ＩＱ51以上75以下が48名でございます。 

 それから、精神障害者５名の内訳といたしまして

は、２級が３名、３級が２名で、主な症状はてんか

んでございます。 

○３番（松崎幹夫君） 市長のほうから、きめ細や

かな対応を行うことが基本的な考え方であり、本市

では障がい者等基幹相談支援センターを設置して対

応しているということでございました。 

 今、課長のほうからもありました、本市の手帳の

所持者数ということも、身体、療育、精神、３障害

で106名ということであります。本当に様々な障が

いを持つ方々がそれぞれに頑張って、訓練、対応し

ているということであります。 

 私たちにできることは、その症状に対してのフォ

ローができるのか、役所としてそういう補助ができ

るのかということでありますが、その前に、障がい

のある子は本市においても増えてきているのかとい

うことの推移と、この手帳というのは何歳になった

らもらえるのかということをお伺いいたします。 

○福祉課長（宮口吉次君） まず、18歳未満の子ど

もの障害者手帳所持者数の推移につきましては、身

体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

の合計数につきまして、４月１日現在での推移を見

ますと、令和３年の106名に対しまして、令和２年

が107名、令和元年が100名で、ほぼ横ばいというよ

うな状況でございます。 

 次に、手帳の取得可能な年齢についてですが、身

体障害者手帳は、身体障害認定基準において、おお

むね満３歳以降に障害認定を行うとされております。

しかしながら、手足の欠損や眼球がないなど、障害

程度や永続性が明確な障害については、満３歳未満

でも障害認定は可能とされております。 

 療育手帳につきましては、明確な年齢を県が示さ

れておりません。０歳から申請可能ですが、一定の

障害固定が認められないと判定されない場合がある

ようです。乳幼児における知的機能の発達状態は個

人差があり、判定が非常に難しいようであります。 

 それから、精神障害者保健福祉手帳は、これも明

確な年齢要件は示されておりませんが、障害認定を

行う際の診断書については、初診日から６か月以上

たってから、精神保健指定医等が作成したものとさ

れておりまして、それ以降の申請取得となります。 

○３番（松崎幹夫君） 106名という部分と、昨年

も107名ということで、自分の周りではかなり、よ

く障がいという話を聞きますので、本市においても、

かなり増えてきている状況なのかなという思いであ

りましたが、横ばい、変わらないということでござ

います。 

 それと、障害手帳というのは３歳になるともらえ

るというふうに聞いておりますが、今、説明のとお

り、０歳児からでも症状によってはもらえるという

基準があるということであります。０歳児からもも

らえるということでいいんですよね。 

○福祉課長（宮口吉次君） いずれの障害者手帳に

いたしましても、障がいの種別や状況により、０歳

からでも一定の障がいの固定が認められれば、取得

が可能な場合があるようです。 

 ただし、発育や治療によって、障害程度に変化が

生じることが予想される場合や、その障がいの種別

等によっては、１年から５年の間で再認定が求めら

れることがありますので、障害認定の等級等につき

ましては永久的なものとは限らないと、そのように

御理解をお願いいたします。 

○３番（松崎幹夫君） 障害認定については一生の

ものではない、変わってくるということであります。 

 その中で、療育の79名の中の軽度障害Ｂ２で48名

の方がいらっしゃいました。本市でも早い時期から

の声かけで、児童発達支援であったり、放課後等デ

イサービスなどの利用によりまして、療育手帳を返

還するケースというのが本市でもあるのかというこ

とについてお伺いいたします。 

○福祉課長（宮口吉次君） 児童発達支援、放課後

等デイサービスとか、このような児童発達支援事業

の利用によりまして、療育手帳の認定基準を下回っ

て、療育手帳の返還となるケースもございます。令

和２年度で申し上げますと、２件ございました。 

 そういう傾向にはあるようですので、早い時期か
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らの療育支援が手厚く行われていることを示してい

ると思われます。 

○３番（松崎幹夫君） やっぱり早い時期からの治

療であったり、手当てということが重要であるとい

うことと、やっぱり努力した結果が認定基準を下回

って返還できたということでもあると思います。障

がいはできるだけ早い時期での支援が大事であると

いうふうに思います。子どもたちがいい方向へ成長

していくように努力していただきたいと、まだまだ

そういう返還ができたらというふうにも思います。 

 次に進みます。 

 障がいのある子どもへの対応、支援についてお伺

いをいたします。 

○福祉課長（宮口吉次君） 障がいのある子どもへ

の対応、支援についてでございますけれども、障が

いのある子どもへの対応といたしまして、身体障害

者手帳交付を例に御説明申し上げます。 

 まず、福祉課で交付申請書、身体障害者手帳診断

書・意見書と、身体障害者手帳の申請届出に必要な

ものを記載した用紙をお渡ししております。次に、

県が指定する医師に診断書・意見書を作成してもら

った後、交付申請書、診断書・意見書、手帳用証明

写真を福祉課に提出していただきます。その後、県

の審査機関により審査が行われまして、約１か月か

ら３か月ほどで福祉課を通じて申請者に交付がなさ

れます。 

 次に、障がい児への支援といたしましては、各種

の障害福祉サービスがございます。主なるものとい

たしましては、障害児福祉手当の支給、特別児童扶

養手当の支給、重度心身障害者医療費助成、補装具

費給付、日常生活用具給付、児童発達支援等、障害

者総合支援法による支援、各種減免・割引制度でご

ざいます。 

○３番（松崎幹夫君） 今、答弁の中に、身体障害

者手帳交付手続の説明という中に、県が指定し、診

断書、意見書を作成できる医師については、県から

の情報提供が不足して、保護者に大変迷惑をかけて

いるという話をよく聞きますが、このことについて

は改善をされているのかということをお伺いいたし

ます。 

○福祉課長（宮口吉次君） 議員の言われますとお

りに、障害認定に係る指定医の情報につきましては、

県からの情報開示がないということで、お示しでき

る情報が不足しているため、保護者の方々には不便

をおかけしている点がございました。 

 現在、様々な方法を用いまして、情報収集に努め

て、可能な限りの支援を行うべく改善を図っている

ところでございます。 

○３番（松崎幹夫君） 今、答弁の中に、様々な分

野で改善していると、福祉課のほうで改善している

という取り方でよろしいんですかね。親のほうに聞

きますと、かなり県からの情報が来なくて、先に進

まないという話がものすごくありますが、そういう

部分については、本市の福祉課のほうで対応して、

早めに改善できるようにしているということでよろ

しいでしょうか。いま一度お答えお願いします。 

○福祉課長（宮口吉次君） 今、情報が不足してい

る分につきましては、県から開示されていない中で

も、様々な方法といいますのは、例えばほかの方の

申請書に書かれている方が指定医であったりします

ので、その辺から拾い上げ等を行いまして、それを

整理した形で、一覧表等による提示というのは無理

なことになると思いますけれども、そういった拾い

集めた情報を情報提供するというような形で対応し

ていきたいというふうに考えております。 

○３番（松崎幹夫君） 逆に言えば、市の担当課の

ほうがかなり手間を食らうということになりますけ

ど、そういう部分では一生懸命手間暇かけて、でき

るだけ保護者に対して、待つことのないようにお願

いをしたいというふうに思います。 

 先ほど課長のほうから、支援としてはたくさんあ

りました。でも、その中で、障害者総合支援法の制

定に伴い、国・県による障害福祉サービスが充実し

ているというようなことでございます。独自の支援

も考えていただきたいなという思いでありますが、

この部分は先に進ませていただきます。 

 ３番目の障がいのある子どもを持つ保護者等への

ケアについてであります。 

 障がいの状況が分からずに、生まれてから自分の

子どもが何か反応がおかしいと悩んでいるときに、
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保護者がどこに行けばいいのか、どこに相談したら

いいのかというときに、市役所での保護者へのケア

について、お伺いをいたします。 

○福祉課長（宮口吉次君） 障がいがある子どもさ

んを持つ保護者等へのケアについてでございます。 

 まず、出生のときに障がいを負って生まれてきた

場合や、健診により障がいが疑われる場合、関係課

及び病院等と連携し、母子を支援しております。 

 また、発達面については、健康増進センターで行

われる母子相談等の際、障がい者等基幹相談支援セ

ンターの保育士、公認心理師がそこに出向きまして、

関係課及び関係機関と連携して、乳幼児の発達等に

注視し、母子に寄り添った適切な相談支援を継続し

て行っております。 

○３番（松崎幹夫君） 私もこの前、障がい者等基

幹相談支援センターでお話を聞かせていただきまし

た。今、課長が答弁したとおり、やっぱり親は本当

に必死であるという部分はあります。だから、そう

いう部分に対して、市役所がどれだけ対応してくれ

るのかという部分でありますが、さっきありました

健診により障がいが疑われる場合、関係課及び病院

等と連携し、母子を支援しているということと、発

達面についても、保育士、公認心理師が出向き、乳

幼児の発達等に注視し、適切な相談を支援している

ということであります。 

 ただ、保護者によっては、心配な部分と障がいの

ことを公にしたくないという部分というのはありま

す。ですから、自分の子はそんなんじゃないという

ふうに思っていれば、健診に参加しない親御さんも

いらっしゃるというふうに聞きます。そういう部分

ではどういう対応をしているのかということをお伺

いいたします。 

○福祉課長（宮口吉次君） 健康増進センターで行

われる乳幼児健診、母子相談等に来てもらえない方、

こういう方に対しましては、母子担当職員が電話等

により、根気強く働きかけを行っております。また、

保育園、幼稚園の先生方の協力を得まして、乳幼児

健診、母子相談等に出席していただくよう、保護者

に対して働きかけを行っていただくなど、多方面か

ら母子に対する対応、支援をきめ細やかに行ってお

ります。 

 どうしても健診や相談等に来られない場合は、保

護者との面談、自宅訪問等により聞き取りを行い、

乳幼児の状況を把握しているところでございます。 

○３番（松崎幹夫君） 今、ありましたとおり、保

健師によって障がいが疑われる場合、関係課及び病

院などとも連携して対応している。そして、保育園

等とも連携してしているという話でありますが、課

長、100％確実にそういう方々に声をかけて、ちゃ

んと障害認定という形まで取れているのかというこ

とについては、いかがですか。本当に難しい話にな

ってくると思います。全員が全員、そこまで本当に

分かるのかという部分でありますが、やっぱりいい

経験でありますので、保健師であったり、看護師で

あったり、保育士であったりという部分で、見た感

じで分かるということで、対応していただけるとい

うふうに思いますが、100％そういう形をほぼして

いるということが言えるでしょうか。 

○福祉課長（宮口吉次君） おっしゃいますように、

100％の対応というのはなかなか難しいところでご

ざいます。完全とは言えないところがございますの

で、それに近づくように、関係課、関係機関等とも

連携しながら、積極的かつ丁寧な対応に努めていき

たいと考えております。 

○３番（松崎幹夫君） そのとおりに、根気強く対

応していただきたいというふうに思います。保護者

が悩んでいることがないように支援していただきた

いし、親も子も、もしかしたら、知り合いの子ども

がいたとなれば、話しやすくなると思います。そう

いう場への参加が増えてくるように、しっかりと寄

り添っていただきたいというふうに思います。 

 それと、本市の市役所の窓口サービスの重要性と

いうことで、どこに行って話をしたらいいのかとい

うことで分からずに不安な気持ちで市役所に相談に

来るわけですので、相談に来た人への対応が非常に

重要であるというふうに考えます。保護者が自分の

子どものためにどこに行っていいのかという本当に

悩みの中で、市役所に来て、その対応についてお伺

いをいたします。 

○福祉課長（宮口吉次君） 御意見がございました。
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当然、福祉課の窓口に来ていただければ、対応でき

るようにしておりますけれども、この障害者手帳取

得等に際しましての窓口での相談に対しましては、

お説のように、職員の対応が重要だと考えておりま

して、これまでも懇切丁寧な対応に努めているつも

りでございますけれども、御意見のありましたよう

に、不安な気持ちを持ちながら相談に来られた中で、

不十分な情報提供しか出来ず、戸惑いの中、不相応

な対応と捉えたケースもあるようでございます。 

 現在、先進事例等も参考に、障害者手帳取得に係

る手引等の作成を進めているところでありましたの

で、併せまして、窓口に来られた方々が必要として

いる情報を把握の上、県が開示していない情報もご

ざいますので、先ほど申し上げましたように様々な

方法により、これを収集、整理を行いまして、住民

が必要とされる情報の提供方法等について充実を図

るなどし、今後とも窓口サービスの改善を図ってま

いりたいと考えております。 

○３番（松崎幹夫君） 保護者の皆さんが市役所に

来たら、全部のことを理解して、すっきりとした形

で帰っていただく。そしてまた、次に市役所に来る

ときも気持ちよく市役所に来れるというそういう姿

を取れるように。一番市役所が顔であって、ここで

市民の皆さん方が納得されて、市役所に行けば何で

も相談できますよという流れにならないといけない

というふうに思いますので、関係課で対応していた

だきたいというふうに思います。 

 最後でありますが、保護者等が知りたい情報をし

っかりと広報できているのかということをお伺いい

たします。 

○福祉課長（宮口吉次君） この情報につきまして

は、ホームページ、またはパンフレット等において

広報を行っているところでございます。 

 これにつきましても、今後見直しを行いまして、

保護者等が知りたい情報が不十分と思われるような

点につきましては、他市の状況等も参考に改善して

まいりたいと考えております。 

○３番（松崎幹夫君） ホームページであったり、

パンフレットという部分でもありますが、やっぱり

ホームページにつきましては最新の情報を提供して

いただきたいということをお願いしたい。今の若い

お母さん方にとっては、スマホで簡単に見れるし、

常に情報を期待しておりますので、そういう部分で

は、県の情報も把握しながら、対応していただきた

いというふうに思います。 

 次に、入ります。２番のふるさと納税寄附金につ

いてであります。 

 昨年度の寄附実績、現在の状況と、今年度のふる

さと納税増額に向けた具体的な取組についてお伺い

をいたします。 

○シティセールス課長（長﨑 崇君） 本市のふる

さと納税の実績についてでございます。 

 昨年度の寄附実績は16万3,351件の20億675万

2,266円となっております。今年度の寄附申込みの

状況でございますが、８月末現在で約４億4,600万

円でございます。 

 また、寄附金額増に向けての取組でございますが、

返礼品のレパートリー拡大のため、新規のパートナ

ー企業の開拓を行っております。４月以降、生福で

ぶどう園を営む磯部農園や、切り絵のＡｔｅｌｉｅ

ｒ武蒼など、計５つの事業所が新規でパートナー企

業として登録いただきました。 

 新規返礼品の開発と併せまして、寄附者のニーズ

に合わせた返礼品について、市とパートナー企業と

一緒になり、開発を進めているところであります。 

○３番（松崎幹夫君） 本市で20億円という寄附を

いただいたということであります。本年度、４億

4,600万円ということであります。これからが重要

であるというふうに思いますが、20億円以上を維持

したいというふうに思います。今、言われました新

規返礼品の開発という部分では、市とパートナー企

業と一緒に開発に努めるということでありますので、

本当にパートナー企業さんとの連携が重要であると

いうふうに思います。そういう部分では、令和２年

度の寄附額20億円の主な返礼品についてお伺いをい

たします。 

○シティセールス課長（長﨑 崇君） 昨年度の寄

附額約20億円の主なる返礼品につきましては、生冷

凍焼き鳥セットが約７万9,000件、干し芋が約１万

1,000件、ホワイトボンレスハムが約5,400件となっ
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ております。上位３品の返礼品の合計で約９億

7,000万円となっており、全体寄附額のおおむね半

分を占めているところであります。人気がありまし

た生冷凍焼き鳥セットにつきましては、全国に先駆

けて冷凍焼き鳥を出品したことと、串５種類が５本

１袋に小分けされており、少量ずつ解凍して食べら

れることから、家庭やアウトドアで需要が高まり、

各ポータルサイトで上位にランキングされたもので

あると考えております。 

○３番（松崎幹夫君） 今、答弁の中に、上位３品

だけでも10億円程度の寄附をいただいたということ

であります。私はこの話を聞いたときに、生冷凍焼

き鳥セットというのは小分けされて、少量ずつで解

凍して食べられて人気だという話を聞いたときに、

本市の商品について小分けして商品を発送できたら、

ほかのやつもまだまだいろんな形で寄附が来るんじ

ゃないかなというふうに思いました。そういう部分

では、この生冷凍焼き鳥セットだけでなくして、干

し芋、ホワイトボンレスハムというのが人気があり

ますが、この理由と、返礼品を小分けして商品にで

きるのか、できないのかということについてお伺い

をいたします。 

○シティセールス課長（長﨑 崇君） やはり家庭

内での利用というのが非常に多くなっておりまして、

小分けの部分というのがすごく人気が出ている部分

ではございます。干し芋が人気になったところも、

全国に先駆けて出品したということ、それから、干

し芋自体が柔らかく、そのまま手を加えずに、手軽

に食べられる、保存も利くということから、幅広い

年代に支持をもらっているのかなと思っております。

こちらのほうも小分けにして、返礼品として返して

おります。 

 また、ボンレスハムにつきましては、寄附額に対

してハムの重量が約1.5キロということで、商品と

してのインパクトが非常にございます。こういうこ

とから、ふるさと納税を始めた当初から人気が高く、

今もリピーターとして、続けて寄附いただいている

方々も多くいらっしゃいます。 

 返礼品の小分けについては、寄附者のニーズに合

わせて行っている工夫の一つであり、返礼品の新規

開発時、また、見直しのときに、小分けも含めて

様々な工夫をしながら、パートナー企業と取り組ん

でまいりたいと考えております。 

○３番（松崎幹夫君） この３つで10億円という部

分からいけば、小分け需要のほうがかなり皆さん方

に人気があるというふうに確信しますので、そうい

う部分では、一番大事でありますパートナー企業さ

んとの話合いの中で進めていっていただけたら、ま

た、ほかの分野の商品についても、多く仲介いただ

けるんじゃないかなというふうに思います。 

 この４月からパートナー企業が５社増えたという

ことでありますが、昨年度に比べて寄附額が減少し

ているという資料も頂きました。８月はよく聞けば、

寄附者が減るということでありました。ですけれど、

今からが本番になってくるというふうに思います。

そういう部分では、さらなる寄附額の増額に向けて、

パートナー企業の拡大が必要と考えるが、どのよう

に取り組んでいるかお伺いいたします。 

○シティセールス課長（長﨑 崇君） ふるさと納

税の寄附額につきましては、議員さんがおっしゃら

れたとおり、昨年がかなりたくさん寄附いただいて

おりまして、今年度、それに比べると少しちょっと

落ちるかなというところはあるんですけれども、こ

れから年末に向けてがまさに正念場になってきます

ので、しっかりＰＲをしながら、寄附金額増に努め

てまいりたいと考えております。 

 また、新規パートナー企業の拡大につきましては、

現在、総務省から示されている地場産品基準を満た

す市内事業者に赴き、ふるさと納税制度について説

明を行い、パートナー企業の登録を進めているとこ

ろであります。 

 また、パートナー企業の拡大のための働きかけの

ほか、日頃から返礼品のトレンド、工夫、見せ方等

を説明し、よりよい返礼品を開発し、各事業者とと

もに進めているところであります。 

 今後の新規登録見込みにつきましては、飲食店、

食品製造業の事業者が返礼品の開発を含め、前向き

に検討いただいているところでございます。引き続

き、積極的にふるさと納税の趣旨説明を行い、事業

者登録の拡大と寄附増に努めてまいります。 
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○３番（松崎幹夫君） 返礼品については、やっぱ

り一番はパートナー企業さんであるというふうに思

います。 

 しかし、やっぱり市の担当課、ふるさと納税係の

皆さん方の発想、自分の発想が活かせるかどうかが、

また新商品へのこだわりにもなってくるんじゃない

かなというふうにも思いますし、パートナー企業さ

んへの積極的なアタックもしていただきたいという

ふうに思います。 

 ２番に移ります。 

 ふるさと納税額に向けた今年度の返礼品開発の取

組についてお伺いをいたします。 

○シティセールス課長（長﨑 崇君） 今年度の新

たな返礼品の取組につきましては、嗜好品としまし

て切り絵、また体験メニューとしまして、「たけど

ん」と往く串木野麓めぐり体験など、今までにない

新たなカテゴリーで、モノだけでなく、コトの返礼

品も開発し、出品しているところであります。 

 また、高額寄附者向けに、定期的に返礼品をお届

けする定期便の開発をパートナー企業と一緒に進め

ているところであります。定期便は、半年や１年間

にわたり、定期的にお届けするもの等があり、肉や

魚に特化するものや、季節に応じた特産品など、本

市の魅力が伝わり、寄附者の満足度が高い定期便の

開発を進めているところであります。 

○３番（松崎幹夫君） 今ありました。モノだけで

なく、コトも返礼品に入れていくということで、

「たけどん」と往く串木野麓めぐり体験ということ

で、こういうのにも多くの方に体験していただきた

いというふうにも思います。 

 それと、高額寄附者向け、インターネットで見た

ときはびっくりしました。高額寄附者向け67万円と

いうのが本市でもあります。これは本当に幾つかし

か来ないんだろうというような思いがあったんです

が、定期便として返礼品を届けるというのが、もの

すごく発想がいいということで、本市のいいものを

入れてお届けできるということで、ものすごくいい

というふうに思います。ですから、定期便の開発を

進めているとのことでありますが、定期便について、

昨年度の実績をお聞きしたいというふうに思います。 

○シティセールス課長（長﨑 崇君） 昨年度の定

期便の実績についてであります。 

 定期便に取り組んでいる事業者数は９社ございま

す。９社で26種類の定期便がございます。 

 申込みの実績でありますけれども、約1,700件の

申込みがあり、寄附額で9,600万円。寄附額全体の

約５％を占めているところでございます。 

 高額定期便といたしましては、先ほど議員がおっ

しゃられました半年間にわたって、月１回、マグロ

の返礼品をお届けする寄附額が67万円の南マグロ丸

ごと一本の定期便、こちらのほうが、昨年度９件出

ております。 

 また、３か月にわたり、毎月１回、牛肉の返礼品

をお届けする鹿児島県産黒毛和牛サーロインステー

キ半頭分セットの定期便に３件の申込みがございま

した。 

 件数が最も多かった定期便としましては、２か月

から５か月にわたり、毎月１回、朝どれ鮮魚をお届

けする定期便が、こちらのほうが年間1,000件の申

込みがあり、寄附額としては5,400万円の寄附があ

ったところであります。 

○３番（松崎幹夫君） 定期便としては、９社、26

種類ということであります。 

 私はさっき言いました小分けの部分、それと、今

言います定期便というのがものすごく発想がいいと、

絶対人気が出るというふうに思います。ですから、

そういう部分では、まだまだここにウナギであった

り、焼酎であったり、つけ揚げであったりというの

も定期便の中に入れていただいて、広報をしていけ

ば、まだまだ変わるのかなという思いもしておりま

す。朝どれ鮮魚の1,000件という部分は、本市、い

ちき串木野市が漁業の町でもあるという部分での取

組でもあります。ですから、やっぱりそういう部分

では、つけ揚げもある、ウナギもある、焼酎もある

という部分での定期便というのも開発していただき

たい。パートナー企業さんとの連携による部分であ

りますけれども、逆にパートナー企業さんにエール

を送りたいという思いで、こういう発想をしていた

だいて、なお一層、寄附が来ることを願っておりま

す。 
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 その次に行きます。 

 新聞報道で、奄美６市町村が世界遺産自然の保護

について、ふるさとチョイスのクラウドファンディ

ングを活用して取組を行っているが、新たな寄附の

手段として、本市でのクラウドファンティングの取

組状況についてお伺いをいたします。 

○シティセールス課長（長﨑 崇君） ガバメント

クラウドファンディングの件でございます。 

 自治体が行うガバメントクラウドファンディング

は、自治体が抱える問題解決のため、ふるさと納税

寄附金の使い道をより具体的にプロジェクト化し、

そのプロジェクトに共感した方から寄附を募る仕組

みになっております。 

 本市では、ポータルサイトでのガバメントクラウ

ドファンディングの取組は、現在まで実施はしてお

りませんが、寄附金の使い道を指定した事業としま

して、市内の高校支援であったりとか、五代友厚映

画制作のプロジェクトであったりとか、令和元年度

の災害支援等を実施しているところでございます。 

 ガバメントクラウドファンディングにつきまして

は、寄附者からの共感が足りず、目標額に達しなか

った際の残りの予算の問題等があることから、寄附

者から共感される事業というのを検討しながら、今

後必要に応じて、取り組んでまいりたいと思います。 

○３番（松崎幹夫君） ガバメントクラウドファン

ティングということでありますが、今インターネッ

トで見てもものすごく、どこの自治体も出しており

ます。そういう部分では、予算の問題があるという

ことでありますけれども、そういう部分ではなくし

て、大いなる発想を持ってチャレンジしていただき

たいというふうに思います。 

 ちなみに、幾つかインターネットで見た部分で、

面白いなという部分がありました。大阪の岬町、

「いきいきパークみさき、大型遊具のある公園をつ

くろうプロジェクト」ということで、目標5,000万

円に対しまして、１億1,370万円という達成でござ

います。もう一つ、北海道根室市、「日本最東端の

まち・根室でＪＡＺＺを鳴らし続けたい！」地域お

こし協力隊が手がける目標737万4,000円の部分に

3,278万円ということで、444％の達成ということで、

本当に何に対して求めるかということで変わってく

るというふうに思いますが、やっぱりこういろんな

形で全国を見るとものすごくあります。まだ大きい

のは、新潟県の燕市です。「将来を担う子どもたち

が安全で安心な環境」、幼稚園、保育園、小学校に

エアコン設置10億円と。何とこれは10億400万円と

達成しております。この燕市がものすごいのは、も

う一つすごいです。「新型コロナウイルス感染症対

策として、ふるさと燕を守る11の経済対策」として

20億円。結果、23億2,700万円ということで、達成

していると。やっぱりこういうのを見れば、それぞ

れの課長さん方、やろかいという思いにもならない

ですか。やっぱりちょっとは変わらんと、我が市で

もやいがやいがの、田畑市長は昔やいがやいがの人

だったんですけれど、今回、退かれましたが、そう

いう部分では課長さん方、やいがやいがという思い

も、持っていただきたいというふうにも思います。 

 その中でも、大阪でありました、桜並木を復活さ

せようという部分の情報の中に、本市も観音ヶ池の

桜が、もう古木が多くなってきているという部分で

いけば、植栽を入れ替えるという部分では、「目指

せ九州ナンバーワン桜並木」というような発想もい

いのかなと。そしてまた、冠嶽芸術文化村構想に合

わせて、「徐福像をきれいにしようプロジェクト」。

笑えないですね。羽島観光船で船長さんはかなり忙

しい人ですけれども、この前、テレビに出ました人

形姫、「マーメイドももと行く海中散歩」というよ

うな、自分で勝手につくってみました。 

 でも、何かこう発想しないと。本市は予算が厳し

いという部分ではあります。でも、ふるさと納税に

期待する、ふるさと納税しかないというような部分

でもありますので、いい考えを持って、前に進む検

討をしていただきたい。こうしたガバメントクラウ

ドファンティングを活用して、本市ならではの事業

に取り組んでいただきたいというふうにも思います。

答えを聞きたいけど、市長、あまり言うつもりじゃ

なかったんですが、やっぱりこうした自治体が行う

部分についても、本市も前向きに取り組んでいけた

らなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 本市の財政を今支えている
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大きな要因として、ふるさと納税のおかげが本当に

あります。今のふるさと納税で、テレビで昨日やっ

ていましたけど、全国で9,000億円余りという、何

かあったような気がしますが、どの町も競ってふる

さと納税で財源の確保を図ろうということはもちろ

んですけれども、あわせて、そのまちのよさをＰＲ

しよう、愛されるまちにしたいという思いで、それ

ぞれの町が工夫を凝らして取り組んでおられます。 

 今、松崎委員がいろいろ全国の例をお述べになら

れましたが、本当に感心して聞いておりました。こ

れは本当に行政の務めというのは、何といっても、

いろんな面の仕組みづくりをすることです。そのつ

くった仕組みづくりを市民の皆さんに分かっていた

だいて、共感をいただいて、やる気を起こしていた

だくと、それが行政の務めだと思います。 

 そして一つの夢を果たして、また、次の夢を見る

と。夢は発想して食べるものとして私は思っており

ますが、そういった面で今お述べになられました発

想の転換というのは、財源の確保のみならず、先ほ

ど申し上げましたとおり、本市を、いちき串木野市

を全国の皆さんに知ってもらう。もっと言ったら、

全国の皆さんの多くの方々に、本市のファンになっ

てもらいたいと、その一員であるという思いになっ

てもらいたいというのが願いでありますので、今

縷々お述べになられましたが、創意工夫、本市なら

ではの、物がたくさんあると思います。人間味の話

なんかも、これは本市ならではです。そういった点

で、名所古跡、冠岳や観音ヶ池とか、歴史とか、い

っぱいありますので、工夫をしていきたいというふ

うに、工夫をすべきだなあということを、今、実感

として受け止めさせていただいたところであります。 

 今後そういった努力をみんなでしていきたいと思

いますので、また、どしどしお気づきの点は御質問

いただけたらと思います。 

○３番（松崎幹夫君） さらなる思いを、課長さん

方に思っていただいて、前に向かっていただきたい

というふうに思います。 

 次に、行きます。 

 さらに多くの方への周知が必要と考えるが、今後、

本市ではどのように取り組む考えなのかということ

ですが、市民の皆さん方が市外の親戚であったり、

友人に、本市のふるさと納税を進めたい、そういう

紹介できる資料がありませんが、今後作成する予定

はないのか、お伺いいたします。 

○シティセールス課長（長﨑 崇君） 市民の方々

へのふるさと納税制度の周知ということでございま

す。 

 今月の９月号の広報紙に、ふるさと納税について

の特集ページを設けることとしておりまして、市民

の皆様には、本市のふるさと納税についての周知を

図ってまいりたいと考えております。 

 また、市民の皆様が市外の親戚、友人に、本市の

ふるさと納税の紹介、申込みができるような、新規

のリーフレット作成につきましても現在進めており

まして、これを利用して、市民の皆様に配布し、周

知のほうを進めてまいりたいと考えております。 

○３番（松崎幹夫君） 私ははがきで全世帯に配布

して、親戚であったり、友人の方などを紹介いただ

いて、それでまた、ふるさと納税の中身を知ってい

ただこうということで思っておりましたけれども、

今、担当課からありました、広報紙であったり、リ

ーフレットのほうでの紹介をするということであり

ますので、市民の皆さん方にも見てもらって、紹介

していただくという部分でありますので、進めてい

ただきたいと思います。期待をいたします。 

 最後であります。 

 ふるさと納税をさらにＰＲするために、広告塔と

して本市ゆかりの芸能人にお願いしてみてはどうか

ということでありますが、チャレンジしたいという

ふうに思いますが、いかがですか、お伺いいたしま

す。 

○シティセールス課長（長﨑 崇君） ふるさと納

税増額のために、本市ゆかりの有名人の起用という

ことでございますが、ＰＲの起用にかかる費用、こ

ちらのほうは国が定めるふるさと納税の募集経費の

対象になるというふうなことが想定されます。 

 そのため、芸能人の方を直接ふるさと納税のＰＲ

のためにというのは、今のところは難しいんじゃな

いかなというふうに考えているところでございます。 

○３番（松崎幹夫君） 芸能人の方もまだ来るかど
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うか分かりません。ただ、でも、本市のＰＲとして、

できたらなという思いであります。芸能人という部

分でありますが、今や飛ぶ鳥を落とす勢いの女優で

あり、歌手であり、毎日のように新聞に出ておりま

す上白石萌音、萌歌さんの姉妹であります。そのお

二人をチャレンジできたらなという思いで話をして

みました。お父さんが教師でありまして、昨日もＬ

ＩＮＥが来まして、市長が退任されましたねという

ことで、よろしくお伝えくださいというＬＩＮＥが

来ました。ですから、お父さんが羽島中学校の先生

で７年ほどおりまして、今でも交流があるというこ

とで、先日お電話で広報の件をお願いしました。で

すから、話をしましたら、「２人は事務所にいるこ

とで、厳しいかもしれません」ということでしたが、

２人が休みのときには、必ずいちき串木野市に帰っ

てくるということであります。当時、住んでいまし

た住宅の近くの公園に、必ずいちき串木野市に来る

ということでありました。ですから、本市にものす

ごく住み慣れて、いちき串木野市が大好きというこ

とでありますし、萌歌さんはいちき串木野市で生ま

れたと。そして、２人にとってはいちき串木野市は

本当に一番長く住んだ土地でもあるということで、

「何らかの協力はできると思います」ということで

お答えをいただきました。姉妹のほうは。そしてま

た、お母さんも以前は教師であられまして、２年前

ぐらいに照島小学校での講演をされたというふうに

聞いております。お父さんのほうは特に教員で、公

務員でありますので、「たいしたことはできません

が、できることは協力します」ということで返事を

いただきました。まだまだそういう部分では、いい

返事がまだ来るかもしれません。そういう部分では、

市長、このことは市長にもう１回お願いをして、お

答えをいただきたいと。上白石姉妹、お父さん、お

母さん、家族を本市のＰＲとして、お迎えすること

はできないのかなということでのお伺いをいたしま

す。 

○市長（田畑誠一君） 今、松崎議員のほうからい

ろいろお話がございましたが、お父様が羽島中学校

におられましたよね。私も幾度となく懇親会でよく

一緒になったものでありますが、そういったことも

ありまして、この上白石姉妹の方々、実は上京する

ときに、わざわざ市長室に挨拶に来られました。今

から中央に出て、東京に出て、勝負したいという心

意気を話されました。そのときを思い出して、なん

か感無量の思いでありますけれども、今や、おっし

ゃいましたとおり、もう本当にスターダムにのし上

がって、本当に毎日のようにテレビやら出ておられ

ますよね。あれから四、五年たっておりますけれど

も、こんなに立派になられるとは、本当にそこまで

は思いませんでした。 

 歌手の世界でも、歌手といってもジャンルがいろ

いろありますから、演歌もあればジャズもある、ポ

ップスもある、いろいろあります。極端に言います

と、毎日１人デビューしているそうです。でも、最

後まで生き残られるのは、もうそれこそ一握りとい

うよりも一粒と言えばいいですかね、の方で、何の

仕事も大変ですけれども、特に芸能の世界というの

は、浮き沈みといいますかね、それがとっても激し

くて、競り上がっていくというのは大変な至難の業

だそうであります。また、それには運も伴うという。

しかし、運は努力によってまた、ついてくるものか

もしれませんが、そういう厳しい世界だそうであり

ます。 

 したがいまして、今やこんなに有名になられます

と、それは当然、事務所に所属をしておられますの

で、その調整というのはとても高いハードルではな

いかなと予測がされます。さっき課長が申し上げま

したとおり、返礼品のパーセントの限度があります

からね、そういった点から見ても、難しい面もある

かもしれませんが、松崎議員は今でもお父様との交

流をしておいでのようでありますので、何とか可能

な範囲でＰＲに協力できないものか。また、御両親

につきましても講演などをなさっておいでのようで

すから、御両親も含めまして、何らかの形で御協力

をいただけないものかと考えているところでありま

す。 

○３番（松崎幹夫君） 前向きに検討していただい

て、呼べたらなという思いであります。 

 私も市長に最後の一般質問でありました。昨日、

退くという話を聞いたときには、大変残念でありま
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すが、長きにわたりまして、御苦労されたと思いま

す。本当にありがとうございます。その部分では、

市長が35歳で市議選に出られたとき、２期目から一

緒になって戦ってきたというふうに思っております。

本当に長い間の政治活動であったと思いますが、今

後はごゆっくりと、また、そして指導のほうもよろ

しくお願いしたいというふうに思います。本当に御

苦労さまでした。 

 以上で一般質問の全てを終わります。 

○副議長（濵田 尚君） ここで昼食のため休憩い

たします。再開は午後１時15分といたします。 

             休憩 午前11時56分 

             ───────── 

             再開 午後１時13分 

○議長（下迫田良信君） 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 次に、江口祥子議員の発言を許します。 

   ［２番江口祥子君登壇］ 

○２番（江口祥子君） 皆様、こんにちは。公明党

の江口祥子でございます。１期４年間の最後の一般

質問となります。 

 今年の夏はコロナ禍ではありましたが、東京オリ

ンピック・パラリンピックも開催され、たくさんの

勇気をもらった大会となりました。何よりも一日も

早く普通の暮らしが戻ることを心から願いまして、

通告に従い、一般質問させていただきます。 

 ３歳児健診における弱視早期発見についてお尋ね

します。 

 平成29年４月７日に厚生労働省から、３歳児健康

診査における視力の検査の実施についてという事務

連絡がありました。その中には、子どもの目の機能

は６歳までにはほぼ完成するため、３歳児健康診査

において異常が見過ごされると治療が遅れる。十分

な視力が得られないことがあるとの記載があります。 

 ３歳児健康診査が終わると、次は小学校就学前ま

で健診はありません。したがって、大切な治療の機

会を損なうことになりかねません。このような理由

で、３歳児健診における眼科検診はとても重要です。 

 そこで、本市での３歳児健康診査時の視力検査で

の市長のお考えと現状について伺いまして、壇上か

らの質問を終わります。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 江口祥子議員の御質問にお

答えをいたします。 

 ３歳児健康診査での視力検査についてであります。 

 未来の宝である子どもたちの健康は大変重要であ

ると認識をしております。江口議員お述べになられ

たとおりであります。 

 このため、国・県の制度による妊婦健康診査や乳

幼児健康診査等に加え、市独自で新生児聴覚検査の

助成など事業を実施しております。視力検査につい

ても重要と認識しており、３歳児健康診査で行って

いるところであります。 

 現状につきましての詳しい状況は担当課長に答弁

をいたさせます。 

○子どもみらい課長（立野美恵子君） ３歳児健康

診査での視力検査は鹿児島県の母子保健マニュアル

に沿って実施しており、１次検査は各家庭で実施し

ております。アンケートを記入し、各家庭でランド

ルト環を用いて、保護者が左右の視力を検査します。

家庭で視力検査ができない場合、２次検査として、

健診会場で看護師、保健師が視力検査を行います。 

 令和２年度では３歳児健診実施者196人で、視力

の一次、二次検査は168人に実施しており、85.7％

の子どもが検査をしている状況であります。 

 健診の際、子どもの協力が得られなかったり、検

査方法を理解出来ず、検査できなかった28人につい

ては、４歳の誕生月までに家庭で再度、視力検査を

実施してもらうよう、電話などで聞き取り調査を行

っております。 

 視力検査で見えづらい子どもや健診医の判断によ

って精密検査依頼票を発行し、眼科での精密検査受

診を勧めております。 

○２番（江口祥子君） 異常が判明した子どもの追

跡調査は行っていらっしゃいますか。 

○子どもみらい課長（立野美恵子君） 本市では令

和２年度、３歳児健診における視力検査の異常あり

は５人で、その中には既に医療機関の受診をしてい

る子どもが１人、親の判断で医療機関を受診し、異

常なし１人、依頼票により受診した子どもが２人、
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現在、精密検査をするように勧める子どもが１人お

ります。 

○２番（江口祥子君） ありがとうございます。こ

れからも追跡調査のほうをよろしくお願いします。 

 次に、３歳児健康診査において、強い屈折異常、

遠視、近視、乱視や斜視が見逃された場合に治療が

遅れ、十分な視力が得られないとの指摘がなされて

います。国のほうからは子どもの目の発達について、

早期に発見、治療することが大切であり、それを家

庭に、保護者に周知することも必要であると言って

います。 

 ということで、視力検査の重要性について、保護

者への周知啓発はどのように行っているのか伺いま

す。 

○子どもみらい課長（立野美恵子君） 保護者への

周知については、３歳児健診の前に県のマニュアル

に基づいた目に関するアンケートを同封し、子ども

の視力については、日常の様子から注意深く観察し

ていただくことの周知を行っております。 

 健診時の案内については、今後、広報内容を工夫

し、保護者に対し、視力機能が６歳までに完成する

ことから、３歳児健診が重要であることが分かりや

すい広報内容となるように検討していきたい。また、

健診会場では、視力検査の重要性をお伝えしていき

たいと考えております。 

○２番（江口祥子君） ３歳児健診で実施される視

力検査では弱視がしばしば見落されているとして、

日本眼科医会は危機感を強めています。弱視は３歳

頃から治療をすれば９割ほどは回復するため、同医

会は発見に役立つ検査機器の導入などを挙げ、健診

で必ず見つけてと訴えています。 

 脳の成長が著しいのは３歳頃までで、８歳頃には

止まるため、弱視は早く発見することが大事です。

治療が遅れるほど回復は難しくなります。 

 ということで、本市でも専用の検査機器の導入は

できないか伺います。 

○子どもみらい課長（立野美恵子君） 専用の検査

機器の導入については、現在、近隣市においても導

入はされておりません。 

 報道等では厚生労働省が2022年度に補助を予算化

する方針とのことですので、国の動向、また、近隣

自治体の動向を注視しながら検討してまいりたいと

考えております。 

○２番（江口祥子君） 屈折検査機器とは、乳幼児

から大人まで視力機能上の問題を迅速かつ的確に検

知することを目的とし、開発された持ち運びやすい

携帯型屈折度測定器です。一眼レフカメラのような

もので、子どもはお母さんに抱っこされながらでも

検査を受けることができ、30秒から１分ぐらいで検

査ができる。この操作も簡単で、難しい資格も必要

はないということです。 

 先ほども言われましたが、2022年度、厚生労働省

は専用機器購入費２分の１を補助する方針を示され

ています。 

 屈折検査の機器が導入できれば、子どもたちや保

護者の皆様、保健師の皆様の負担軽減にもつながり

ます。導入されることを期待いたしまして、また、

弱視については、発見から治療までの期間が限られ

ております。子どもの将来に関わることですので、

本市においても、治療ができる月齢になったら、で

きるだけ早く発見できるよう取り組んでいただきた

いと思います。 

 それでは、次の項に移りたいと思います。 

 次は、子宮頸がん予防ワクチン個別情報提供につ

いて。 

 令和２年10月９日、厚生労働省は、ＨＰＶワクチ

ン接種について、接種の有無にかかわらず、接種対

象者及び保護者が検討、判断し、接種を希望した場

合に円滑な接種ができるよう、子宮頸がんやＨＰＶ

ワクチンの有効性、安全性に関する情報等を知って

いただくリーフレットの個別送付による情報提供を

通知いたしました。 

 それを受けて本市では希望される方が年度内に接

種を完了できるよう、迅速に対応されました。 

 個別送付後の問合せの状況について伺います。 

○健康増進課長（猪俣勝人君） 情報提供送付後の

問合せについてであります。 

 厚生労働省から、子宮頸がん予防ワクチン接種に

ついて、対象者への情報提供周知の通知が昨年10月

にあったところです。本市では通知を受け、昨年10
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月に小学校６年生から高校１年生までの全対象者

591名の保護者に対し、ワクチンの有効性、安全性

に関する情報等が記載されたリーフレットを同封し

た文書を送付したところであります。 

 情報提供後の問合せについては、接種希望の問合

せが20件あり、受診票を送付したところであります。

ワクチンに対する安全性などのその他の質問につい

てはなかったところであります。 

○２番（江口祥子君） 厚労省は積極的な勧奨を控

えたことで、若い年代で子宮頸がんが増加している

という厳しい状況をワクチンによる予防が大変重要

であると判断され、このような状況の中、県内の多

くの自治体が対象者に対して、新しいリーフレット

を個別に送付しました。情報提供によって、本市で

も20名が接種されたことが確認できます。 

 定期接種は小学校６年生から高校１年生の間に３

回接種を行いますが、高校１年で年度内に接種を始

めた方が残りの接種について３月末までに受けられ

なかった場合に、来年度も受けられるようにしては

どうかと思いますが、いかがでしょうか。 

 財政と絡んでくるということも承知しております。

救済策を伺います。 

○健康増進課長（猪俣勝人君） 年度末までに完了

できなかった場合の自己負担に対する救済措置とい

うことだと思います。 

 対象者への周知については、高校１年生の保護者

の方に公費で受けられる定期接種終了時期が迫って

いることから、接種時期やワクチンの種類など注意

していただくよう、個別にリーフレットを同封して

通知したところであります。 

 また、保護者への通知文書に、公費で受けられる

期限及び接種回数を考慮し、接種できるワクチンの

種類や接種開始期限を記載し、期限を超過した場合

は定期接種外になることについても周知しており、

市独自の救済措置は行わなかったところであります。 

○２番（江口祥子君） 新しく対象となる小学校６

年生ですが、そこから、中１、中２、中３、高１ま

でまだ先があります。高校１年生までに接種をされ

ればいいわけですが、この最初の入り口となる小６

の段階でしっかり情報が届くことが大事と思います。 

 どのようなことに留意されて、情報提供されます

か。伺います。 

○健康増進課長（猪俣勝人君） 対象者の保護者に

対する情報提供についてであります。 

 対象者の保護者に対し、接種について検討、判断

する材料として、ワクチン接種の目的や有効性、安

全性に関する情報のほか、接種回数、接種対象年齢、

接種後の副反応などのリスクが記載してあるリーフ

レットを同封して通知しております。 

 新しく対象となる小学６年生の保護者に対しては、

今年度、新たに117名の小学６年生の保護者に対し、

接種に関するリーフレット等を個別通知したところ

であります。 

○２番（江口祥子君） 世界では減少している子宮

頸がんは、今も日本では毎年約１万人の女性が罹患

し、約3,000人が亡くなっています。毎日８人以上

の女性たちが亡くなっているのです。１万人の罹患

者の中には子宮摘出をされた女性も多くあるようで、

妊娠の可能性も奪われるなど、苦しんでおられる方

も少なくない現状です。 

 接種勧奨が控えられたことにより接種をされなか

った女性たちも、あと残されているのはがん検診だ

と思います。このワクチンと検診で撲滅できると言

われる唯一のがんが子宮頸がんです。 

 ぜひこの若い世代には検診を行っていただき、そ

のことを強く発信していただくことを期待いたしま

す。 

 ということで、今後の取組について伺います。 

○健康増進課長（猪俣勝人君） 情報提供につきま

しては、今後も市のホームページ、あと、接種に関

しての情報等を今、掲載しておりますが、そのほか、

令和２年度は先ほどもお話しいたしましたように、

全対象者の保護者に対して情報提供を行っておりま

す。 

 新しく小学６年生につきましても、117名、今年

度は保護者に対し、リーフレットを送付したところ

ですが、次年度以降につきましても、新しく対象者

となる方につきましては情報提供のほうを行ってま

いりたいと思います。 

 今後も国の動向に注意しながら、広報紙、ホーム
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ページ等を活用して、必要な情報を提供してまいり

ます。 

 また、あと、がん検診につきましても、現在、子

宮がん検診を行っておりますので、そちらのほうに

つきましても、受診していただくよう、啓発も行っ

ていくこととしております。 

○２番（江口祥子君） 青森県平川市は本年度、17

歳、18歳、19歳の女性に１回上限１万6,753円の助

成を行っています。 

 議会での提案に市長は「本市に住みたい、産みた

い、育てたい。みんなそんな願いを抱いている子ど

もたちが、今後、子宮頸がんを罹患することによっ

て、その願いがかなわないということはあってはな

らないと考えていることから、改めて、ワクチン接

種への助成について検討してまいります」との答弁

です。 

 女性の命に関わる定期接種であり、もちろん希望

者が接種するわけで、若い世代の生きることを支え

る政策です。 

 ここで市長の率直な思いをお聞かせください。 

○市長（田畑誠一君） 子宮頸がん予防ワクチンの

接種について、縷々、話をなさいました。また、御

提言もいただきました。 

 女性にとって、まさに命であろうと思います。反

面、また、副反応の疑いの例が報告をされたという

ことで、積極的な接種勧奨というのは行われなくな

ったという状況にあります。 

 そんな中で本市としては情報提供しながら、希望

される方々に対して接種を行っている実態でありま

す。今後も副反応云々とかいろいろありますが、こ

れからもやっぱり解明をされていくものと期待をし

ているところであります。 

 他市の今、補助制度のお話をなさいましたが、こ

の件につきましては、また今後、検討課題として研

究してまいりたいと思います。 

○２番（江口祥子君） 積極的勧奨が行われた場合

は、また、丁寧に対応していただきたいことを願い

まして、以上で一般質問を終わります。 

○議長（下迫田良信君） 次に、福田清宏議員の発

言を許します。 

   ［15番福田清宏君登壇］ 

○15番（福田清宏君） 先に通告いたしました事項

について、順次質問を行います。 

 １番目は、さのさ祭りについてであります。 

 さのさ祭りが２年続けて中止となりました。この

間、さのさ祭り実行委員会において、踊り手の確保

や見物客の増加等を図るため、次のような、１部は

串木野さのさ市中流し踊り、２部はみこし等の出演

による夏祭りなどの２部構成について検討されたこ

とはないか伺います。 

 以上で壇上からの質問を終わります。答弁をいた

だいて、その後、質問者席から行います。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 福田清宏議員の御質問にお

答えいたします。 

 本市の夏を彩るビッグイベント、串木野さのさ祭

りは新型コロナウイルス感染症の影響により、お述

べになられましたとおり、２年続けて中止となって

おります。 

 中止の決定は実行委員会の主要メンバーで構成す

る準備委員会で協議をされ、実行委員会にお諮りを

し、決定されたとお聞きをしております。準備委員

会では開催の可否のほか、今後の実施方向について

も協議されたそうですが、具体的な内容は引き続き

検討することとなっているようであります。御質問

の２部構成での実施については、今のところ、検討

されていないとのことであります。 

 串木野さのさ祭りはこれまでも参加者を増やすた

めに、アレンジした振りつけでの参加を認め、日中

の暑さ対策のために市中流しの開始時間を遅らせる

など、実施方法を見直しながら、これまで実施され

てまいりました。 

 今後の実施については、実行委員会の協力をいた

だきながら、検討をしてまいりたいと思います。 

○15番（福田清宏君） 次の質問の前に、さのさ祭

りの開催につきましては、さのさ祭り実行委員会を

はじめ、関係団体各位の御努力と御苦労に感謝をい

たします。 

 私はさのさ祭りに最初から参加しておりますが、

数年前からの思いに、串木野さのさ市中流し踊りは
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当初の在り方とは大分、様相が違ってきたと感じて

おります。当初は串木野さのさと鹿児島ハンヤ節で

あったものが、今日、みこしや踊り等が加わり、串

木野さのさ市中流し踊りが始まったときの趣旨とは

違っているように思えてなりません。 

 串木野さのさは、はるか昔にマグロ船の乗組員が

五島列島近海に出漁していた頃、入港の折々に宴会

の席で、芸者さんの爪弾く三味線の音色とともに歌

い始め、船上においては右舷と左舷に陣取り、餌の

サバ釣りに眠さをこらえ、遠く故郷串木野を望み、

家族や恋人を思い、交互に歌いながらできた哀愁を

帯びた串木野さのさであると、当時、出漁されてい

た船員さんから話を聞いたことを思い出すところで

あります。 

 今日の催しの在り方に鑑み、１部は串木野さのさ

市中流し踊りの原点に戻り、２部はみこし等の出演

による夏祭りと銘打って行えば、踊る人も参加する

人も見物する人もより楽しいさのさ祭りになるので

はなかろうかと思うところであります。 

 どうか、さのさ祭りの協議の議題とすることはで

きないでしょうか。再度お伺いをいたします。 

○シティセールス課長（長﨑 崇君） これまでも

さのさ祭り実行委員会の中で、様々、御意見を頂き

ながら、現在の形となっております。 

 意見の中で時間の変更であったりとか、踊りの追

加であったり、また、今、議員仰せのみこしの関係

であったりとか、祭りのほうをいかにして盛り上げ

るかということを実行委員会の中で考えながら、今

の現状になっていると思っております。 

 また、議員の御意見等も参考にさせていただきな

がら、今後、実行委員会の中でお話をさせていただ

きたいなというふうに考えております。 

○15番（福田清宏君） やはり、さのさの歴史から

して、この哀愁を帯びたさのさと、わっしょいわっ

しょいのみこしはどうしても合わない。そういう思

いがしてならないということから、こういう質問で

あります。 

 さのさ祭りは今日、前夜祭と串木野さのさ市中流

し踊りで構成されています。さのさ祭りの原点に戻

り、みこし等の出演は重ねて夏祭りと銘打って挙行

されるような協議が進められることを期待をして、

この項を終わります。 

 二つ目は、かんむりだけ山市と龍踊りについてで

あります。 

 その一つ目は、かんむりだけ山市物産展の復興に

ついてお尋ねします。 

 令和２年度の当初予算編成時に、令和２年以降の

事業の在り方については地元と検討するとのことで

ありましたが、検討の経緯と結果について伺います。 

○シティセールス課長（長﨑 崇君） まず初めに、

かんむりだけ山市物産展開催の経緯について御説明

をいたします。 

 昭和59年、鎮国寺は鎮国寺頂峯院の復興と地域の

発展を祈願することを目的に、柴燈護摩供養を21年

ぶりに復活いたしました。昭和61年、鎮国寺は柴燈

護摩供養の来場者をもてなそうとふるさとひろば山

市を開催し、これ以降、かんむり嶽参りとして、地

域に定着してきたものであります。また、平成２年

度以降はふるさとひろば山市に対して、国、市の補

助金を活用し、かんむりだけ山市物産展として開催

してまいりました。 

 そうした中、平成30年度になります。かんむりだ

け山市物産展終了後の実行委員会において、鎮国寺

から鎮国寺頂峯院の復興と地域の発展を祈願すると

いう所期の目的を達成したため、柴燈護摩供養並び

に関連行事については、今回をもって終了するとい

う報告がなされました。 

 そして、実行委員会において、新たな内容につい

て協議を重ねながら、令和元年度かんむりだけ山市

物産展が開催されました。 

 その後の令和２年２月27日に開催された実行委員

会において、令和２年度以降のかんむりだけ山市物

産展の在り方について協議が行われました。委員の

方々からは春の桜、秋の紅葉などを生かした新たな

イベントを開催したらという意見もありましたが、

柴燈護摩供養等を担ってきた鎮国寺がイベントから

撤退したことで、お寺関係者による出店や来場者が

見込めないことは非常に大きく、また、地元スタッ

フの高齢化やテントなどのイベント経費の高騰を考

慮すると、これまでと同様の内容を継続することは
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困難であるという意見が出されました。 

 今後は地元負担が少なく、かつ、霊峰冠岳という

地の利を活かし、持続可能な新たなイベント等を模

索していくということで会は終了しております。 

○15番（福田清宏君） 大分歴史が変わりましたね。

鎮国寺さんが卒業されて、龍踊りの誘致の必要経費

も平成31年度の予算特別委員会においては、お寺が

負担していたという答弁でありました。このことを

聞いて本当に驚きました。冠岳生福地区の地域振興

を担い、龍踊りの必要経費も鎮国寺さんが負担され

ているとは大きな驚きであります。 

 鎮国寺さんが卒業させていただきたいという申出

があったときに、引き続いて、龍踊りに来ていただ

くように市当局としてはどうして動かなかったので

すか。お伺いします。 

○シティセールス課長（長﨑 崇君） かんむりだ

け山市からの撤退の申出がございましたが、その時

点で実行委員会の中で龍踊りに関しての意見は出な

かったということでございます。 

 それをもって、市としましても、独自に動くこと

はしなかったということでございます。 

○15番（福田清宏君） 龍踊りの招致は私が旧串木

野市議会議長を仰せつかっておりました平成８年度

に、当時の冨永市長からのお話もあって、熊本市で

行われました九州議長会の懇談会会場において、長

崎市議会議長にお会いをし、串木野・長崎間のフェ

リー就航等々に触れる中で龍踊りのことをお願いを

し、後日、平成９年４月28日に長崎市役所観光課長

様より電話をいただいて、その内容は要請をお受け

いたします。あるいは、内容については会って協議

をとか、経費等々について後日というようなことで、

当時の冨永茂穂市長に同日の午後２時50分に電話連

絡したことから、長崎市との交渉が始まったと認識

しております。 

 その後、平成９年６月定例会の一般会計補正予算

に、７款商工費商工振興費で、商店街の活性化を図

るため、串木野商工会議所主催による商業祭に合わ

せた長崎市の龍踊りの招致に係る商工振興対策補助

金が計上されました。事業費は全体で340万円、そ

の２分の１の170万円を串木野市が補助する。事業

主体は商工会議所で、市、観光協会、かんむり嶽参

り実行委員会が一体となって進める。事業費の内訳

は、交通費、宿泊費、龍体の輸送費、車の借上料、

雨天時のテントの借上料、横断幕、宣伝費等々、合

わせて340万円の経費であります。 

 その投資効果は交流人口の増加と産業の振興に寄

与し、賑わいを取り戻すことにあるとして、ドリー

ムセンターの開館とそれに合わせて、年末の大売出

しを前に、11月22日に商工会議所が商業祭を実施し

ました。そのときにも龍踊りがありました。 

 そして、冠岳の入り口にできました木橋建設を計

画して、それが11月20日前後に完成の予定。そして、

商業祭の翌日11月23日にかんむり嶽参りに参加して、

披露する。そういうことでこの年の第１回目が始ま

ったのであります。 

 このように、当初は招致の経費の半分を市が商工

会議所へ補助金を出すとして、市を挙げて龍踊りの

招致に関係各団体と一緒になって、交渉に交渉を重

ね実現した。この原点に返って、今一度、招致に向

かって動くべきではないかと思いますが、いかがで

すか。お伺いをいたします。 

○シティセールス課長（長﨑 崇君） 龍踊りにつ

きましては、議員仰せのとおり、長崎・串木野航路

を記念して始められております。22回にわたり、か

んむり嶽参りの目玉として花を添えていただき、誘

客に寄与していただきました。長崎龍踊りの関係者

並びに招致に御尽力いただきました皆様に対し、心

から感謝を申し上げます。 

 今回のかんむり嶽参りの終了に伴う部分でござい

ますけれども、先ほども申しましたとおり、鎮国寺

が中心となって行ってまいりましたかんむり嶽参り

に対しまして、実行委員会でもそちらのほうの意見

はございませんでした。 

 市としましても、長崎龍踊りだけを単体で呼ぶと

いうのは難しいのではないかということで、現在、

招致の判断には至っていないところであります。 

○15番（福田清宏君） いろいろやってみて、困難

だというなら分かるけど、何もせずにおって、難し

いんじゃないかという判断をしたということは少し

理解しがたいところであります。 
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 そして、2019年、令和元年11月23日に開催されま

したかんむりだけ山市でありますが、実行委員会の

皆さん方の御苦労の上に開催をされましたけれども、

前年と比べれば、大変寂しい催しとなりました。 

 やはり物産展で地元産業の振興とか、あるいは観

光による交流人口とか、そういうことを考えると、

今一度、市は考えんないかんじゃないかと思うんで

すがね。 

 続いて質問しますが、物産展や祭り等にお越しを

いただく来訪者の交流人口についての見解をお伺い

いたします。 

○シティセールス課長（長﨑 崇君） 冠岳につき

ましては、やはり霊峰ということで、その歴史であ

り、自然であり、非常に魅力のある観光素材である

と考えております。 

 今回は山市物産展が終わるということで、その部

分につきましては、交流人口減とはなるんですが、

この地域の持つ観光素材の資源としての価値を磨き

上げながら、さらに交流人口の拡大、ひいては地域

経済の活性化に努めたいと考えております。 

 令和２年度においては、くるくるＭＯＭＩＪＩバ

スを実施いたしました。また、令和３年度において

は、冠岳登山道の整備や冠嶽八十八ヶ所お遍路を活

用した冠岳観光資源活用ＰＲ事業を地域と連携をと

りながら、取り組んでいくこととしております。 

○15番（福田清宏君） くるくるＭＯＭＩＪＩバス

もあれだけの人数ですよ。一生懸命やられることは

分かりますけど、本市において、この交流人口の増

大、拡大はそういったイベントとか観光、そういう

のでないとなかなか拡大できんと思います。だから、

やっぱり催しを行うことでの交流人口の拡大という

のは、本市にとってはもう切っても切り離すことは

できないんじゃないかと思うんですね。 

 市長がいつも言われるように、５人の交流人口は

１人の定住に値すると。そうであればやっぱりやら

ないかん。ここでやめたら、何にもならんと思う。

あれだけ賑わった物産展じゃないですか。引き続き

財源を見つけてやられることがいいことだろうと思

ってます。 

 龍踊りは冠岳生福地区の地域振興を目的に、かん

むりだけ山市物産展に合わせて招致をして、産業の

振興と観光ルートの確立はもちろんのことでありま

すが、交流人口の増加を目的としてまいりましたが

ゆえに、龍踊りの掛け声。持ってこい、持ってこい。

この掛け声が冠嶽の山々に再びこだまする日が来ま

すことを目指して、龍踊り招致に向けた活動が始ま

りますことを念願をして、この項を終わります。 

 ３番目の質問でありますが、バスケットゴールの

設置についてであります。 

 令和２年６月定例会一般質問の答弁以来、どのよ

うな研究検討がなされたかをお伺いをいたします。 

○シティセールス課長（長﨑 崇君） 公園へのバ

スケットゴールの設置についてであります。 

 昨年６月の定例会で御質問されました公園へのバ

スケットゴールの設置についてですが、公園内で安

全に利用するためには、道路にボールが出ないよう

にする必要があり、公園の中心部に設置しなければ

なりません。公園の中心部に設置すると、他の利用

に影響があると思われることから、公園への設置は

見合わせることといたしました。 

○15番（福田清宏君） 誠に残念な話ですね。進め

ない理由の羅列でしかないじゃないですか。何を検

討したんですか。本当ですか、検討したというのは。

やらない理由を述べるんだったら、誰でもできます

よ。やる方向での検討というのはできないんですか

ね。 

 2020東京オリンピック・パラリンピックにおける

バスケットボール競技はすばらしく、感動を与えて

いただいたところであります。５人制もさることな

がら、３×３や車椅子バスケットボール競技に至っ

ては、手に汗握る試合でありました。 

 バスケットボール競技の普及はもとより、子ども

たちの心身の発達の礎とするためにも、ぜひともバ

スケットゴールの設置を進めていただきたいと思う

ことでありますが、再度お伺いをいたします。 

○シティセールス課長（長﨑 崇君） 公園へのバ

スケットゴールにつきましては、先ほど申しました

とおり、他の利用への影響があると思われることか

ら、公園は設置を見送ることとしております。 

 また、お話にありましたバスケットボール。オリ
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ンピックにおきましても、パラリンピックにおきま

しても、すばらしい活躍がございました。また、令

和５年度には特別国民体育大会も開催されることに

なっております。大会終了後にはこの記念大会等を

開催し、競技の発展に努めてまいりたいと思います。 

○15番（福田清宏君） 大会はあるんですよね。大

会もあるんだから、その記念にしてつくったらどう

ですかね。本当に難しい公園ばっかりじゃないでし

ょう。やり方によっては。そう思いますがね。やら

ない方向で検討するんだったら、もうそれだけのこ

とですよ。何のこともありません。何だってそうで

すよ。 

 子どもたちが楽しく遊んで競技している歓喜の声

が聞こえてきませんか。考えられませんか、そうい

うことは。 

 長崎鼻公園の再整備だけが子育て世代への施策じ

ゃないんですよ。もうちょっと考えていただきたい

と思うことであります。 

 ぜひ一日も早い設置を期待して、この項を終わり

ます。 

 次は４番目ですが、交流センターについてであり

ます。 

 交流センターが地域活動の拠点として、誰もが利

活用しやすい施設であるようにとの思いから、管理

員の人件費の十分な確保について、これまで幾度と

なく質問を重ねてきたところであります。管理運営

については、令和３年第１回定例会の議案説明の中

で、今後、常駐する管理員体制は廃止をする。日常

の管理等については、まちづくり協議会の嘱託員設

置補助金を活用する手法で統一して管理するという

市の方針を立てたとのことであります。 

 次表の管理費（人件費）の格差についてお伺いを

いたします。 

○まちづくり防災課長（富永孝志君） 交流センタ

ーの管理体制につきましては、冠岳、生福、照島、

旭、荒川については、指定管理者委託料に管理人の

人件費を計上して、常駐の管理人により施設の管理

を行っていただいております。また、川南、川北、

川上、本浦、中央、上名、野平の各交流センターは、

指定管理者委託料の管理事務費12万円と、60万円を

上限とする嘱託員設置補助金を活用して、地域の実

情に応じた管理を行っていただいている状況であり

ます。 

 このように、同じ交流センターで管理体制が異な

っていることから、まちづくりの拠点施設として、

地域が利用しやすく、地域の実情に合った方法で活

用していただくよう、これまでの常駐する管理員体

制を見直し、嘱託員設置補助金により嘱託員を配置

して管理を行っていただく方針としたところであり

ます。 

 交流センターの管理につきましては、効率的な運

営の観点から常時開けておくのではなく、使用申請

に基づき開けていただき、使用しない日、使用しな

い時間帯は施錠をして管理していただく。このよう

な形で管理体制を統一していきたいと考えておりま

す。 

○15番（福田清宏君） そこで、嘱託員設置補助金

60万円の使い道でありますが、まちづくり協議会に

おいて、おのおの異なるのではなかろうかと思いま

すけれども、現状はいかがですか。お伺いをいたし

ます。 

○まちづくり防災課長（富永孝志君） 嘱託員設置

補助金は、まちづくり協議会における運営事務をは

じめ、地区まちづくり計画の策定、各種事業の事務

補助などを行う嘱託員を設置する経費の支援となっ

ております。 

 多くの交流センターではこの嘱託員設置補助を活

用されて、交流センター事務も行っていただいてい

る状況でございます。 

○15番（福田清宏君） ほとんどが交流センターの

事務を行っていると言うけど、中には管理員の手当

に回っているところもあるんだよね。だから、その

辺がまちまちなので、その辺はまた時間のあるとき

に質問したいと思います。 

 続いて、次の３点について一括してお尋ねします。 

 ただいまいろんな説明があった中で、あるいは質

問いたしました中で、議案説明の中で今後、常駐す

る管理人体制を廃止するとありますが、今後とはい

つのことを指しておりますか。 

 ２つ目に、同じく議案説明の中で日常の管理等に
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ついてはとありますが、日常の管理等とはどのよう

なことを指しますか。 

 ３つ目に、同じく議案説明の中で統一して管理す

るという市の方針とはどのようなことを指しますか。

お伺いします。 

○まちづくり防災課長（富永孝志君） ただいま３

点、御質問いただきました。 

 まず１点目、今後とはいつかという御質問でござ

います。 

 現在、指定管理を２年間、今年度と来年度で指定

管理をお願いしておりますので、指定管理が終了し

ますのが令和５年３月31日になっておりますので、

執行する期日といたしましては、令和５年度からこ

ういう形で統一していきたいと考えております。 

 それと、２番目の質問の日常の管理とはどういう

ものかという御質問でした。 

 日常の管理につきましては、交流センターの利用

受付など施設運営に関する業務、また、施設及び設

備の管理、清掃など維持管理に関する業務でござい

ます。まちづくり協議会の事務を行いながら、この

業務を行っていただきたいと考えているところです。 

 あと、３点目が統一して管理をするという形、ど

のような形かということでございます。 

 交流センターの管理につきまして、まちづくり協

議会の嘱託員がまちづくり協議会事務を行いながら、

交流センターを行っていただき、管理の方法といた

しましては、効率的な運営の観点からこれまでの常

駐する管理人体制を見直し、地域の実情に合わせて、

常時開けておくのではなく、使用申請に基づき開け

ていただき、使用しない日、使用しない時間帯は施

錠をして管理をしていただく管理体制に統一してい

く考えでございます。 

○15番（福田清宏君） やり取りはもう次回、機会

があるかどうか分かりませんが、先に進みます。 

 次のお尋ねです。 

 今後ともまちづくり協議会とよく協議をされて、

交流センターの開館に支障がないような予算措置を

されていくおつもりかどうかをお伺いいたします。 

 あわせて、土川交流センターは地区まちづくり協

議会がないためか、指定管理者委託料の管理事務費

12万円だけなんですね。あれだけの大きな公の施設

を管理運営するには、今少し上積みが必要ではなか

ろうかと思うんですが、いかがでしょうか。 

 この２点についてお尋ねします。 

○まちづくり防災課長（富永孝志君） ただいまの

質問の１点目、予算措置の関係でございます。 

 現在、先ほど言いました５交流センターの関係で、

まちづくり協議会長とも協議を進めているところで

ございますので、この協議を進めながら、また、予

算措置のほうは考えていきたいと思っております。 

 あと、土川交流センターにつきましてです。 

 土川交流センターにつきましては、主な利用者が

土川自治公民館員という形で、自治公民館の形もと

っておりますので、指定管理委託料に管理事務費の

12万円だけを計上した形で、地域の実情に応じた管

理をしていただきたいというふうな形で考えている

ところでございます。 

○15番（福田清宏君） やっぱり土川はそれでいい

んですかね。いいんですかね。大きな公の施設なん

ですがね。そんなふうに思います。 

 いずれにしても、交流センターは市民と行政によ

る共生・協働のまちづくりを行うための総合的な拠

点施設であり、市政の推進、発展の原動力たる地区

まちづくり協議会に対して、交流センターの開館に

支障がないような予算措置をされることを期待して、

この項を終わります。 

 ５番目は、過疎地域の持続的発展の支援に関する

特別措置法案についてであります。 

 自由民主党が進めた法案により新たな対象自治体

として県内で唯一、本市が認められた特別措置法で

あるとお聞きいたしますが、どのような事業が計画

されているか、お伺いをいたします。 

○企画政策課長（北山 修君） お尋ねの過疎地域

の持続的発展の支援に関する特別措置法についてで

ございます。 

 この法律は過疎地域自立促進特別措置法が本年３

月末で期限を迎えたため、過疎地域における持続可

能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域

活力のさらなる向上の実現。これを目的に議員立法

により成立し、今年４月１日から施行されておりま
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す。 

 今回、この新法の成立によりまして、これまで非

該当となっていた要件の中の人口要件、これが緩和

されたことによりまして、本市が新たに指定された

ものでございます。 

 本市は市全域が過疎地域の対象となっておりまし

て、市全域の事業で過疎対策事業債や固定資産税課

税免除等の制度が活用可能となりますが、そのため

には指定を受けた市町村ということ。本市で過疎地

域持続的発展市町村計画というものを策定するとい

うことで、この法律によって求められております。 

 この計画には、大きな項目でいきますと、移住定

住に関すること。それから、産業の振興に関するこ

と。交通施設に関すること。生活環境に関すること。

福祉教育に関することなど、広範囲にわたる内容を

掲載するよう、国から示されております。本市の計

画もこれに基づきまして、過疎対策となり得る事業

を網羅して掲載することとしております。 

 なお、過疎対策事業債は充当率100％、交付税措

置率70％の有利な起債でございますので、貴重な財

源として有効に活用してまいりたいと考えておりま

す。 

 それと、今後の予定を申し上げますと、市民の皆

様へパブリックコメントを実施して、県との協議を

経た上で、議案として12月議会へ上程し、議決を受

けた後、国へ提出するという流れになるということ

になります。 

○15番（福田清宏君） 今、お答えの中にありまし

たように、この予算書にある第１款総務費から第10

款教育費に至る各款にわたり使い勝手のよい特別措

置法であると説明を受けたような気がいたします。

また、そのように聞き及んでおります。 

 令和３年度当初予算において、例年の52％に削減

された戦後の都市区画整理事業の中で、失業対策事

業による側溝の設置や道路の舗装等が年を経て傷ん

できたので、主に市街地道路の側溝の施設替えや舗

装工事を行い、快適で安全な道路環境の整備を進め

ている道路改良特別事業費や道路維持費などの土木

費等々、市民の要望が多く、毎年積み残している事

案について勘案されることを期待するところであり

ますが、いかがですか。 

 先ほどの説明の中に多分にこのことを盛られてお

りますか。いかがですか。お伺いいたします。 

○財政課長（出水喜三彦君） 今回の過疎対策事業

債、先ほど説明をいたしましたとおり、大変幅広い

事業に大変有利な起債が活用できるということでご

ざいます。これまで合併特例事業債で実施してまい

りました市民の生活に密着した、特に道路改良特別

事業、こういったものも活用の対象となるところで

ございます。 

 当然、過疎対策事業債を加味しない中において財

政改善計画を策定し、その考え方とすれば、改善計

画を基に進めていく中において、大変、利便性が高

いといいますか、こういった財源が出てまいってお

りますので、財政の改善を図りつつ、この活用は進

めていきたいというふうに考えております。 

○15番（福田清宏君） やはり市民が望む事業を積

み残し積み残しじゃなくて、一日も早くその事業を

完成すると。そういう姿勢で今回のこの事業を精査

して、計画書が作成されますことを念願いたします。 

 今日、私の答弁は課長だけでした。本当に残念で

す。市政を問う一般質問であるのに、課長だけの答

弁に終わったこと。今期最後の質問として、大変悔

やんでおります。 

 やはり職員がやる気を起こすようなシステムをつ

くらんと、さっきのような答弁になるんじゃなかろ

うかと思いますね。やらずにおって、机上論だけで

事柄を計画していたって、こんなことになるんじゃ

なかろうかと思います。 

 現場に足を運んで、そして、バスケットのゴール

にしても、子どもたちのお話も聞いたりして、さあ、

そういう方向でやるにはどうしたらいいだろうか。

そういう考えを持つような職員でなければ、市民の

負託に応えることはできんですよ。期待に応えるこ

とはできません。そんなふうに今日は特に思いまし

た。 

 質問もこれで今日は終わりになりますが、昨日、

今期限りで勇退を表明されました田畑誠一市長に、

昭和50年４月の串木野市議会議員選挙において当選

した同期の１人として、長年にわたる政治の舞台で
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の御活躍に、その御苦労を、労をねぎらい、敬意を

表します。 

 いまだ収まらない新型コロナウイルス感染症拡大

の一日も早い収束をお祈りしながら、以上をもちま

して、今期最後の一般質問を終わらせていただきま

す。 

 ありがとうございました。 

○議長（下迫田良信君） 以上で本日の日程は終了

しました。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（下迫田良信君） 本日はこれで散会します。 

         散会 午後２時21分 

 


